
（平成２３年５月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 38 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 24 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 49 件

国民年金関係 26 件

厚生年金関係 23 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 5504 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年９月から３年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年９月から３年２月まで 

私は、会社を退職した後の平成２年５月頃、国民年金の加入手続を行っ

た。加入手続後の国民年金保険料については、毎月、金融機関で納付書に

より未納が無いように納付していた。申立期間のうち、同年９月及び同年

10 月について、年金事務所は、当該期間の保険料を還付したとしているが、

私には保険料を還付される理由は無く、還付金も受け取っていない。当該

期間も含め、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成２年９月及び同年 10 月については、申立人のオンラ

イン記録によると、同年９月 26 日に国民年金被保険者資格を喪失したこと

により、３年１月に国民年金保険料の還付決議が行われていることが確認で

きるが、５年４月に前述の資格喪失記録が取り消されていること、当該期間

について申立人が厚生年金保険などの被用者年金制度に加入した形跡が無い

こと、申立人の所持する年金手帳では、国民年金の被保険者資格を喪失した

形跡が見当たらないことを考え合わせると、申立人が２年９月に国民年金の

被保険者資格を喪失したとは考え難く、誤った資格喪失手続により還付の事

務処理が行われたものと考えられる。 

   また、申立期間のうち、平成２年 11 月から３年２月までの期間について、

申立人は、金融機関で国民年金保険料を納付書により毎月納付していたと主

張しているところ、当該期間の前の期間の保険料は、同年１月に還付決議さ

れるまでは納付済みであり、上述のとおり、誤った資格喪失手続及び保険料

還付の事務処理が行われたと考えられること、当該期間後の同年３月以後の



 

  

保険料についても継続して納付済みであること、当該期間の前後を通じて申

立人の住所及び職業に変更は無く、申立人の生活状況に特段の変化は認めら

れないことなどから、申立人が当該期間の保険料のみ納付しなかったと考え

るのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5505 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月から 49年 10月まで 

② 昭和 58年４月及び同年５月 

私は、母親からもらった私の年金手帳が、昭和 49 年 11 月に発行されて

いることから、母親が、その頃に私の国民年金の加入手続を行い、私の国

民年金の被保険者資格取得時期である 40 年９月まで遡って一括して国民年

金保険料を納付してくれたと思う。 

その後は、母親が、半年ごとに区役所で私の国民年金保険料を納付して

くれたはずである。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、その母親が、半年ごとに区役所で申立

人の国民年金保険料を納付してくれたはずであると主張しているところ、

申立期間②の前後の期間の保険料は納付済みとされており、その前後を通

じて、申立人及びその母親の住所等に変更は無く、生活状況に大きな変化

は認められないことから、途中の２か月と短期間である申立期間②の保険

料が未納とされているのは不自然である。 

    また、申立人の被保険者名簿において、申立期間②を含む昭和 58 年度の

国民年金保険料は納付済みとされていることから、行政側の記録管理が適

切に行われていなかったことがうかがえる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、その母親からもらった申立人の



 

  

年金手帳が、昭和 49 年 11 月に発行されていることから、その母親が、そ

の頃に申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人の国民年金の被保険者

資格取得時期である 40 年９月まで遡って一括して国民年金保険料を納付し

てくれたと思うと主張しているが、申立人自身は、保険料の納付に直接関

与しておらず、申立期間①の保険料の納付を行ったとするその母親は、既

に他界していることから、申立期間①の保険料の納付状況は不明である。 

    また、申立人は、その母親から、申立期間①の国民年金保険料を遡って

一括して納付したことや保険料の納付時期、納付場所、納付金額等につい

て聞いたことが無いとしている上、申立期間①の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間①の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から同年 10 月までの期間及び

58 年４月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から同年 10月まで 

② 昭和 58年３月から 61年３月まで 

③ 平成７年４月から８年３月まで 

私は、昭和 55 年９月頃、私の姉に勧められて市役所の支所で国民年金の

任意加入手続を行った。申立期間①の国民年金保険料については、同年 11

月の転居を契機に国民年金の被保険者資格の喪失手続を行うまでは、私が

未納期間が無いように納付していた。申立期間②については、私の夫が 58

年３月に会社を退職したことを契機に、市役所の支所で夫の国民年金の加

入手続及び私の国民年金の再加入手続を行い、夫婦二人分の保険料を納付

していた。申立期間③については、夫が平成６年６月に会社を退職したこ

とを契機に、国民年金第３号被保険者から第１号被保険者へ種別変更手続

及び保険料の免除の申請手続を行い、その後も毎年継続して免除の申請手

続を行っていた。申立期間①、②及び③の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、その姉から勧められて市役所の支所で

昭和 55 年９月頃に国民年金の任意加入手続を行い、同年 11 月の転居を契

機に国民年金の被保険者資格の喪失手続を行うまで、国民年金保険料を納

付していたと主張しているところ、申立人の所持している年金手帳には、

同年９月に任意加入した旨の記載が確認でき、申立内容と一致している上、

自ら加入手続を行いながら、保険料を全く納付しなかったとするのは不自

然である。 



 

  

    また、申立人の所持する年金手帳では、昭和 55 年９月から国民年金の任

意加入被保険者と記載されているが、オンライン記録及び申立期間①当時

申立人が居住していた市の記録では、申立人は、同年４月から強制加入被

保険者とされていることから、行政側の記録管理が適切に行われていなか

った可能性がうかがえる。 

    さらに、申立人は、その姉から勧められて市役所の支所で国民年金の加

入手続を行い、昭和 55 年 11 月の転居を契機に、国民年金の被保険者資格

の喪失手続を行ったことについて鮮明に記憶している上、申立期間①は７

か月と短期間である。 

 

  ２ 申立期間②のうち、昭和 58 年４月から 61 年３月までの期間について、

申立人は、その夫が 58 年３月に会社を退職したことを契機に、市役所の支

所で夫の国民年金の加入手続及び申立人の国民年金の再加入手続を行った

と主張しているところ、夫が国民年金の加入手続を行った時期は、夫の国

民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入被保険者の資格取得日から、

同年４月と推認でき、かつ申立人が現在所持する年金手帳は、その様式や

記載内容等から申立期間②中に再交付手続が行われたものと考えられるこ

とから、申立人がその夫の加入手続と同時期に国民年金に再加入したもの

と考えても不自然ではない。 

    また、申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、夫婦二人分を

一緒に納付していたと主張しているところ、その夫は、申立期間②のうち、

昭和 58 年４月から 61 年３月までの保険料は納付済みであることから、申

立人のみ保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

 

  ３ 一方、申立期間②のうち、昭和 58 年３月については、申立人の国民年金

の再加入手続を行い、申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとす

るその夫の保険料も未納となっている。 

    また、申立人が申立期間②のうち、昭和 58 年３月の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    さらに、申立期間③について、申立人は、その夫が平成６年６月に会社

を退職したことを契機に、国民年金保険料の免除の申請手続を行い、その

後も毎年継続して免除の申請手続を行っていたと主張しているが、免除の

申請手続を行った際の状況等の記憶は曖昧であることから、申立期間③当

時の保険料の免除の申請状況が不明である上、一緒に免除の申請手続を行

っていたとする夫も、当該期間の保険料は未納となっている。 

    加えて、申立期間③の国民年金保険料の納付が免除されていたことを示

す関連資料が無く、ほかに当該期間の保険料の納付が免除されていたこと



 

  

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年４月から同年 10 月までの期間及び 58 年４月から 61 年３月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5507 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年４月から７年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年４月から７年３月まで 

私は、平成６年 10 月の結婚後、時期は定かではないが、区役所で私及び

妻の国民年金の加入手続を行った。 

その際、国民年金保険料を２年間遡って納付することができると聞いた

ので、私及び妻の納付書を作成してもらい、後日、妻が、金融機関で夫婦

二人分の保険料を納付してくれた。 

申立期間の妻の国民年金保険料は納付済みとされているにもかかわらず、

私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年 10 月の結婚後、時期は定かではないが、区役所で申立

人及びその妻の国民年金の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人

及びその妻の国民年金手帳記号番号は、７年７月頃に、連番で払い出されて

おり、その時点では、申立期間は、国民年金保険料を納付することが可能な

期間である。 

   また、申立人は、区役所で国民年金の加入手続を行った際に、国民年金保

険料を２年間遡って納付することができると聞いたので、申立人及びその妻

の納付書を作成してもらい、後日、その妻が、金融機関で夫婦二人分の保険

料を納付してくれたと主張しているところ、平成５年８月から申立期間直前

の６年３月までの期間及び申立期間直後の７年４月から同年６月までの期間

の保険料は納付済みとされている上、その妻の申立期間を含む６年４月から

７年６月までの保険料は納付済みとされていることから、その妻が、12 か月

と短期間である申立期間の保険料を納付していたと考えても特段不合理な点



 

  

は認められない。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を納付したとするその妻は、国民年金の

加入手続時に作成してもらった納付書を使って、申立人及びその妻の保険料

を、何回かに分けて金融機関で納付したと証言しており、この証言に不自然

な点は見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5508 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成８年１月から同年２月までの期間及び同

年８月から同年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 63年 10月から平成元年５月まで 

② 平成８年１月から同年２月まで 

③ 平成８年８月から同年 11月まで 

私は、昭和 63 年 10 月に会社を退職した後、市役所で国民年金の加入手

続を行った。その後、平成８年１月及び同年８月に会社を退職した後、私

が厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。申立期間①、②及び

③の国民年金保険料については、私が納付書により金融機関で納付してい

たにもかかわらず、当該期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③について、申立人は、平成８年１月及び同年８月に会

社を退職した後、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、納付書

により金融機関で国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、

申立人は、当該期間の前後の期間において厚生年金保険から国民年金への

切替手続を行っていることが確認できることから、申立期間②及び③につ

いても、同様に切替手続を行っていた可能性がある上、当該期間は国民年

金の強制加入期間であり、合計で６か月と短期間である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 63 年 10 月に会社を退職し

た後、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張

しているが、申立人は、申立期間①当時の加入手続についての記憶が曖昧

であることから、国民年金の加入状況が不明である。 



 

  

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年８月に払い出されて

いることが確認できることから、申立人は、遡って昭和 63 年 10 月に国民

年金の被保険者資格を取得していることが推認でき、申立期間①当時は、

国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間

である上、別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

    さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（預金通帳、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成８年１月から同年２月までの期間及び同年８月から同年 11 月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5509 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成６年９月及び同年 12 月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成５年２月から同年 11月まで 

② 平成６年９月 

③ 平成６年 12月 

④ 平成８年１月から同年３月まで 

申立期間①の国民年金保険料について、平成５年２月に私の夫が会社を

退職した後、社会保険事務所（当時）に自身の年金の相談に出向いたが、

その際に、私の国民年金第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更

手続について説明が無かったため、当該手続を行ったのは 60 歳に到達した

８年＊月になってしまい、時効により保険料を納付することができなかっ

た。申立期間①の保険料の納付を希望する。 

申立期間②及び③について、上述のとおり、平成８年＊月に種別変更手

続を行い、私の夫が、遡って毎月国民年金保険料を納付書により金融機関

で納付していたにもかかわらず未納とされていることに納得がいかない。 

申立期間④について、平成８年＊月に種別変更手続を行った際に、私の

高齢任意加入についての説明が無かったので、社会保険事務所に高齢任意

加入の申出を行ったのが同年４月になってしまい、60 歳に到達した同年＊

月から国民年金の任意加入被保険者の資格を取得することができなかった。

同年同月まで遡って任意加入被保険者の資格を取得し、申立期間④の国民

年金保険料の納付を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間②及び③の国民年金保険料について、その夫が納付

書により金融機関で納付していたと主張しているところ、その夫が保険料



 

  

を納付していたとする金融機関は当時実在し、保険料の収納事務を行って

いたことが確認できることから、申立内容に特段不合理な点は認められな

い。 

    また、申立人は、申立期間②及び③の国民年金保険料について、その夫

が、遡って毎月納付していたと主張しているところ、申立人のオンライン

記録によると、申立期間②及び③の前後の期間の保険料は、毎月過年度納

付により納付済みとなっており、申立人の主張と一致している上、過年度

納付により保険料を納付した時期を通じて、申立人の住所やその夫の仕事

に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないことから、途中の当

該期間の保険料を納付しなかったとするのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人のオンライン記録から、申立人が国

民年金第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続を行ったのは、

平成８年＊月であることが確認できることから、その時点において、申立

期間①は時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

    また、申立期間④について、申立人は、平成８年４月に国民年金に任意

加入していることから、60 歳到達による国民年金被保険者の資格喪失後の

当該期間は国民年金に未加入で保険料を納付することができない期間であ

る。 

    さらに、申立人は、申立期間①及び④について、国民年金保険料を納付

していないと述べており、申立期間①及び④の保険料を納付することがで

きなかったのは、国民年金第３号被保険者から第１号被保険者への種別変

更手続及び任意加入被保険者の資格取得手続についての説明が適切に行わ

れず、当該手続が遅れてしまったなど、行政側の事務処理に不手際があっ

たことによるものであるとして、申立期間①及び④の保険料を納付できる

機会を付与するよう求めているが、年金記録確認第三者委員会は、保険料

納付の有無について検討し年金記録の訂正の要否を判断するものであり、

保険料の納付に関する法律の規定や制度の運用の当否について判断するこ

とはできない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年９月及び同年 12 月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5510 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 10月から 49年３月まで 

私が 25 歳になった昭和 50 年頃、市役所から遡って国民年金保険料を納

付できる旨の通知が二度届いたので、市役所で国民年金の加入手続を行っ

た。その際に、市役所で納付することができる期間の保険料を納付し、そ

の後、５万円ぐらいの保険料を遡ってまとめて金融機関で納付したと思う。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、25 歳になった昭和 50 年頃、市役所で国民年金の加入手続を行

い、その際に、納付することができる期間の国民年金保険料を納付し、その

後は金融機関で申立期間の保険料を遡ってまとめて納付したと主張している

ところ、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の

前後の番号の任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、同年４月頃に行

われたと推認できる上、申立人が保険料を納付したとする時期は、第２回特

例納付が実施されていたことから、申立期間の保険料を特例納付により納付

することは可能であった。 

   また、申立人は、国民年金の加入期間中に納付していた国民年金保険料額

を書き記したメモを所持しており、申立期間の保険料を納付したとして記載

されている保険料額は、実際に特例納付により納付した場合の保険料額とお

おむね一致する。 

   さらに、申立人のオンライン記録によると、申立期間の直後である昭和 49

年４月から 50 年３月までの国民年金保険料の納付記録について、申立人が

所持していた領収書により、平成 22 年７月に未納から納付済みに記録訂正



 

  

されていることが確認できることから、行政側の記録管理が適切に行われて

いなかった可能性がある。 

   加えて、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間について、国民年金

保険料を全て納付している上、前納制度を利用している期間もあることから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5511 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年２月及び同年３月 

私が勤務先を退職した昭和 49 年３月頃、私の叔父が私の国民年金の加入

手続を行った。その際発行された年金手帳を現在所持している。 

申立期間の国民年金保険料については、私の夫が納付書により納付した

が、私も夫も納付額の記憶は無い。昭和 54 年 10 月の結婚時には任意加入

被保険者への種別変更手続も行い、国民年金に加入してから欠かさず保険

料を納付していたので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年 10 月の結婚時に国民年金の被保険者資格について強

制加入被保険者から任意加入被保険者への種別変更手続を行ったとしており、

現に市の被保険者名簿においては、同年同月 13 日の任意加入被保険者資格

取得日が確認できる上、オンライン記録及び申立人の所持している年金手帳

においても同日に種別変更手続が行われていることが確認できることから、

申立人の主張に不自然さは見当たらない。 

   また、申立期間は１回、かつ２か月と短期間であり、申立期間を除いて国

民年金保険料の未納は無く、申立期間の前後の期間の保険料は全て現年度納

付されていることに加え、第３号被保険者への種別変更手続が適切に行われ

ていることから、申立人の国民年金に対する関心及び保険料の納付意欲は高

かったものと認められる。 

   さらに、申立期間の前後を通じ、申立人の住所及びその夫の職業に変更は

無く、生活状況に特段大きな変化は認められず、その夫の標準報酬月額から、

申立人の国民年金保険料を納付することができるだけの資力は十分あったと



 

  

考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5512 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から同年３月まで 

昭和 40 年 11 月に結婚したことを契機に、妻が、私の国民年金の加入手

続を行ってくれた。その後、妻が、店に来た集金人に夫婦二人分の国民年

金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 40 年 11 月に結婚したことを契機に、その妻が、申立人の

国民年金の加入手続を行い、その後、その妻が、店に来た集金人に夫婦二人

分の国民年金保険料を納付してくれていたと思うと主張しているところ、そ

の妻は、36 年４月から平成 12 年５月までの国民年金加入期間のうち、６か

月を除いて、保険料を全て納付済みである上、申立人は、昭和 40 年 11 月か

ら平成 12 年９月までの国民年金加入期間のうち、申立期間を除いて、保険

料が全て納付済みとされていることから、その妻は、保険料の納付意識は高

かったものと認められる。 

   また、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は、納付済みとされており、

その前後を通じて、申立人の住所及び仕事に変更は無く、生活状況に大きな

変化は認められないことから、３か月と短期間である申立期間の保険料を納

付意識が高かったと認められるその妻が、納付していたと考えても特段不合

理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 10 月から 55 年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月から 55年 11月まで 

私は、昭和 54 年 10 月に、市役所で国民年金の任意加入の手続を行った。

申立期間の国民年金保険料については、55 年 12 月に国民年金の被保険者

資格を喪失するまでは、金融機関で毎月納付していたにもかかわらず、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年 10 月に、市役所で国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人は、同

年同月に国民年金の任意加入の手続を行っていることが確認でき、国民年金

に任意で加入したにもかかわらず、加入当初の申立期間の保険料を納付して

いなかったとするのは不自然である。 

   また、申立人は、昭和 55 年 12 月に国民年金の被保険者資格を喪失するま

では国民年金保険料を納付していたことを鮮明に記憶している上、58 年９月

に再度国民年金に任意加入し、その後の国民年金加入期間に保険料の未納は

無いことから、保険料の納付意欲は高かったものと認められるとともに、申

立期間は 14か月と比較的短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年１月から 46 年３月までの期間及び 49 年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から 46年３月まで 

② 昭和 49年７月から同年９月まで 

私は、20 歳になったときに、母親に勧められたので、時期は定かではな

いが、市役所で国民年金の加入手続を行った。その後は、既に国民年金に

加入していた夫と私の国民年金保険料を市役所で一緒に納付していたが、

途中から集金人に保険料を納付するようになった。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になったときに、その母親に勧められたので、時期は定か

ではないが、市役所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているところ、

申立人が所持する国民年金手帳は、申立人が 20 歳に到達した直後の昭和 44

年３月に発行されていることが確認でき、申立人の国民年金の加入手続は、

同年同月頃に行われたものと推認されることから、申立人の主張は基本的に

信用できる。 

   また、申立人は、申立期間①、②及び申請免除期間を除き、29 年間以上に

わたる期間の国民年金保険料を納付していることから、保険料の納付意識は

高かったものと認められ、その申立人が、国民年金の加入手続を行っておき

ながら、加入当初の保険料を一度も納付しなかったと考えるのは不自然であ

る。 

   さらに、申立人は、申立期間①の途中の昭和 44 年５月に、強制加入被保険

者から任意加入被保険者への種別変更手続を行っていることが、申立人が所



 

  

持する国民年金手帳及び申立人の特殊台帳により確認でき、国民年金保険料

の納付意識が高かったと認められる申立人が、任意加入被保険者となってお

きながら、その後の保険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   加えて、申立期間②の前後の期間の国民年金保険料は納付済みとされてお

り、その前後を通じて、申立人の住所やその夫の仕事に変更は無く、生活状

況に大きな変化は認められないことから、途中の３か月と短期間である申立

期間②の保険料が未納とされているのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5515 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年１月から同年９月までの期間及び 51 年４月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 47年１月から同年９月まで 

② 昭和 51年４月から同年９月まで 

私は、20 歳になった当時、住み込みで働いていた勤務先の店主から、私

の将来のために国民年金に加入した方が良いと言われ、店主が区役所で私

の国民年金の加入手続を行った。申立期間①の国民年金保険料については、

店主がその娘夫婦の分と一緒に納付していた。また、申立期間②について

は、領収書を所持しているにもかかわらず、年金事務所では保険料の納付

が認められなかった。申立期間①及び②の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、20 歳になった当時、住

み込みで働いていた勤務先の店主が申立人の国民年金の加入手続を行い、保

険料を納付していたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号

の前後の番号の任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人の加入

手続が行われた時期は昭和 47 年 10 月頃と推認でき、その時点では申立期間

①の保険料を納付することが可能であった。 

   また、申立期間②について、申立人は、金融機関の領収印が押された領収

書を所持しており、当該期間の国民年金保険料が収納されていたことが確認

でき、当該保険料が還付された形跡も無いことから、当時における行政側の

事務処理に不手際が認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料について、当時、

申立人と同居していた店主の娘夫婦の分と一緒に店主が納付していたと主張



 

  

しているところ、その娘夫婦は当該期間の保険料が夫婦共に納付済みである

上、店主の娘は、「当時、父親が申立人の国民年金保険料を、未納が無いよ

うに私達夫婦の分と一緒に納付していた。」旨証言している。 

   加えて、申立人は、申立期間①及び②を除き国民年金保険料を全て納付し

ている上、保険料を口座振替により納付している期間も確認できることから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められるとともに、申立期間①及び②

は、それぞれ９か月及び６か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5516 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成８年４月から同年７月まで 

私は、会社を退職後、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、

郵送されてきた納付書に現金を添えて、金融機関で国民年金保険料を納付

していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年１月から、新規に国民年金に加入しているが、その当

時、国民年金の加入手続を適切に行っていることが確認できることに加え、

申立期間を除き、国民年金保険料の未納は無いなど、国民年金への関心及び

保険料の納付意識が高かったものと考えられる。 

   また、オンライン記録等から、申立人が申立期間当時、当該期間に係る国

民年金の加入手続を行っていなかったとは言い切れないことから、当該期間

の国民年金保険料の納付書が、申立人に対して発行されていた可能性があり、

その納付書を基に、保険料の納付意識の高かった申立人が、当該期間の保険

料もほかの国民年金加入期間と同様に納付していたと考えても不自然ではな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5517 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から同年７月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った記憶は無く、申立期間の国民年金保

険料について、いつ頃、どこで、どのように納付したのかは、全く憶
おぼ

えて

いないが、未納が無いように、保険料を納付していた。 

申立期間についても、国民年金保険料を納付しているはずであるから調

べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続を行った記憶は無く、国民年金保険料の納

付時期、場所及び金額等について記憶していないとしているものの、申立人

が申立期間当時居住していた区の国民年金被保険者名簿では、申立人は、昭

和 63 年３月に国民年金の加入手続を行い、同年 12 月に、申立期間直前の 62

年 12 月から 63 年３月までの保険料を過年度納付していることが確認できる。 

   また、申立期間は１回、かつ４か月と短期間であり、平成元年９月に、申

立期間の国民年金保険料の納付書が発行されているため、当該期間直前の保

険料を過年度納付した申立人が、申立期間の保険料についても、その納付書

で納付したと考えても、特段不合理ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5621 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 19 年６月１日から同年８月１日までの期間につ

いて、申立人は、標準報酬月額 22 万円に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社

における同年６月及び同年７月の標準報酬月額に係る記録を 22 万円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、平成 19 年８月１日から 20 年７月１日までの期間につ

いて、申立人は、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 18 年４月か

ら同年６月までの期間及び 19 年４月から同年６月までの期間は標準報酬

月額 22 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていた

と認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を

同年８月から 20 年６月までは 22 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立人は平成 19 年８月８日に係る標準賞与額５万円に相当する

賞与が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、当該

期間の標準賞与額に係る記録を５万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 58 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 18 年４月３日から 20 年７月１日まで 

             ② 平成 19 年８月８日 

    Ａ社に勤務していた平成 18 年４月から 19 年５月までの給与支給額は

20 万円以上であり、厚生年金保険料の控除額は 8,000 円前後であった

が、厚生年金保険の標準報酬月額は 11 万円となっている。 

    また、平成 19 年６月から 20 年６月までの期間については、標準報酬

月額は 11 万円のままなのに、給与から１万 6,000 円の厚生年金保険料

が控除されていた。 

    さらに、平成 19 年８月の賞与から厚生年金保険料が控除されていた



                      

  

にもかかわらず、記録が無い。調査の上、申立期間の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 18 年４月３日から 20 年７月１日までの期間に係る標準

報酬月額及び 19 年８月８日の標準賞与額に係る年金記録の確認を求めて

いるが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生年

金保険の保険料徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日において

保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例

法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、

という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記

各期間において、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められ

るかを判断することとしている。 

   申立期間のうち、平成 18 年４月３日から 19 年８月１日までの期間につ

いては、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間

であるから、厚生年金特例法を、同年８月１日から 20 年７月１日までの

期間及び 19 年８月８日については、本件申立日において保険料徴収権が

時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

   申立期間のうち、平成 19 年６月１日から同年８月１日までの期間につ

いて、申立人が提出した給与明細書から、申立人は、当該期間について、

その主張する標準報酬月額（22 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる

関係資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期

間について、オンライン記録によると申立人の当該期間における標準報酬

月額は 11 万円と記録されている。 

   しかしながら、Ａ社は標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる平成

18 年４月から同年６月までの賃金台帳等の資料は無いと回答している上、

申立人も当該期間の給与明細書を所持していないものの、申立人が所持す

る同年 10 月及び同年 12 月から 19 年３月までの期間の給与明細書に記載



                      

  

されている報奨金を除く報酬月額は、21 万 9,150 円で一定していること

から判断すると、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 18 年４月か

ら同年６月までにおいても標準報酬月額 22 万円に相当する報酬月額が事

業主により申立人に支払われていたと考えるのが妥当である。 

   したがって、申立人のＡ社における平成 19 年８月の標準報酬月額を 22

万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成 19 年９月１日から 20 年７月１日までの期

間に係る標準報酬月額については、オンライン記録によると、19 年９月

から 20 年６月まで 11 万円と記録されている。しかし、申立人が所持する

給与明細書によると、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる 19 年４

月から同年６月までは標準報酬月額 22 万円に相当する報酬月額が事業主

により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

   さらに、申立人が所持する賞与明細書により、平成 19 年８月８日につ

いては標準賞与額５万円に相当する賞与が事業主により申立人へ支払われ

ていたことが確認できる。 

   したがって、申立人のＡ社における平成 19 年９月から 20 年６月までの

標準報酬月額を 22 万円に訂正し、19 年８月８日の標準賞与額を５万円に

訂正することが必要である。 

   一方、申立期間のうち、平成 18 年４月３日から 19 年６月１日までの期

間について、申立人が所持する 18 年 10 月及び同年 12 月から 19 年５月ま

での期間の給与明細書において確認できる厚生年金保険料の控除額から計

算される標準報酬月額は、オンライン記録における標準報酬月額より低い

額であることが確認できる。 

   また、申立人は、平成 18 年４月から同年９月までの期間及び同年 11 月

の給与明細書を所持していないため、給与支給額及び厚生年金保険料控除

額を確認することができない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5622 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における厚生年金保

険被保険者資格の取得日に係る記録を平成元年４月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を 47 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月１日から同年 12 月１日まで 

    平成元年４月１日に、Ｂ事業所からＡ事業所に出向し勤務していたに

もかかわらず、出向先であるＡ事業所での申立期間に係る厚生年金保険

の被保険者記録が欠落しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ事業所の人事記録を管理しているＣ事業所が提出した申立人の発令情

報から判断すると、申立人は平成元年４月１日から３年６月 30 日までの

期間において、Ｂ事業所からＡ事業所に出向していたことが認められる。 

   また、Ａ事業所及び申立人が申立人の後任者でＢ事業所からＡ事業所に

出向したとする者のオンライン記録における同事業所の厚生年金保険被保

険者資格の取得日は、申立人の同事業所における資格の喪失日と同日の平

成３年７月１日であることから、Ｂ事業所からＡ事業所への出向において

は、出向と同時に同事業所において厚生年金保険被保険者の資格を取得し

ていたことがうかがわれる。 

   さらに、Ｃ事業所が提出した出向に係る稟議書
りんぎしょ

には、出向条件は出向先

との協議によるとの記載があるところ、申立人のＡ事業所への出向条件が

記載されている出向明細書に、年金有りの記載が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金



                      

  

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記出向明細書に記載され

ている年額の基本給から 47 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としているが、事業主が提出した健康保

険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書において、

申立人の厚生年金保険の被保険者資格が新規取得である上、申立人に係る

資格取得年月日を平成元年 12 月１日と届け出ていることが確認できるこ

とから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立

期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 33 年１月 10 日から同年４月 21 日ま

での期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人の船舶Ａにおける資格取得日に係る記録を同

年１月 10 日、同資格の喪失日に係る記録を同年４月 21 日とし、当該期間

に係る標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月 10 日から同年８月６日まで 

    年金事務所の被保険者記録によると、昭和 33 年１月 10 日から同年８

月５日までの期間において乗船した船舶Ａの船員保険の被保険者記録が

欠落している。船員手帳には、32 年９月 13 日に船舶Ａに雇い入れられ、

33 年８月５日に雇止めになった旨の記載があり、当時、海外で操業途

中に船舶Ｂから船舶Ａに乗り換え、その後日本に戻った記憶がある。申

立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する船員手帳により、申立人が申立期間において船舶Ｂに

乗船していた旨の記載が確認できる。 

   また、申立人が、共にＣ地において船舶Ｂから船舶Ａに乗り換え、同時

期に下船したとして名前を挙げた甲板員である同僚は、申立期間のうち、

昭和 33 年１月 10 日から同年４月 21 日までの期間において船舶Ａに係る

船員保険の被保険者となっていることが確認できる。 

   さらに、上記同僚は、「私は、昭和 32 年７月に 10 隻以上の船団を組ん

だ船舶のうちの船舶Ｂに乗船し、Ｃ地で船舶Ａに乗り換え、翌年４月に日

本に帰ってきた。船員保険には、乗船していれば船員全員が加入してい

た。」と証言している。 



                      

  

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 33 年

１月 10 日から同年４月 21 日までの期間において、申立てに係る船舶に乗

り、当該期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 

   また、昭和 33 年１月から同年３月までの標準報酬月額については、申

立人の所持する船員手帳に記載されている当該期間の報酬月額の記録から、

１万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る船員保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は既に死亡し確認できないが、仮に、事業主から申

立人に係る船員保険被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、

同資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会にお

いても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、これは通常

の事務処理では考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得

喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 33 年１月から同年３月までの保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 33 年４月 21 日から同年８月６日までの期

間について、上記の船員手帳には、申立人が当該期間において船舶Ａに乗

船していた旨の記載が確認できるものの、申立人と同時期に下船したとす

る同僚の当該船舶における資格喪失日は同年４月 21 日となっている。 

   また、上記の船員手帳に記載されている事業主及び当時の船長は既に死

亡している上、上記同僚を除く者も死亡又は連絡先不明のため、保険料の

控除について証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   なお、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性

を考慮し、労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り込む前に行

政庁があらかじめその労働条件の適法性等を確認するために設けている労

働契約の公認制度であり、必ずしも船員保険の加入期間と一致するもので

はなく、申立人についても、船舶Ｂにおいて、船員手帳の雇入期間と船員

保険の加入期間が一致しておらず、雇入年月日及び雇止年月日をもって、

直ちに船員保険被保険者資格の取得日及び喪失日の根拠とすることができ

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 34 年４月 10 日から 35 年３月 17 日までの期間に

ついて、事業主は、申立人が 34 年４月 10 日に厚生年金保険被保険者資格

を取得し、35 年３月 17 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所

（当時）に行ったことが認められることから、申立人のＣ社における同資

格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 34 年４月から同年９

月までは１万 6,000 円、同年 10 月から 35 年２月までは１万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年５月７日から 32 年２月 21 日まで 

             ② 昭和 32 年６月３日から同年 10 月 26 日まで 

             ③ 昭和 33 年６月 21 日から 35 年３月 17 日まで 

             ④ 昭和 35 年３月 17 日から同年６月１日まで 

             ⑤ 昭和 37 年 11 月 20 日から 38 年１月 30 日まで 

             ⑥ 昭和 43 年５月１日から 45 年３月 26 日まで 

    申立期間①は、Ａ社の正社員として、勤務していた。 

    申立期間②は、Ｂ社の正社員として、勤務していた。 

    申立期間③は、Ｃ社の正社員として、Ｄ社及びＥ社に勤務していた。 

    申立期間④は、Ｆ社の正社員として、勤務していた。 

    申立期間⑤は、Ｇ社又はＨ社の正社員として、勤務していた。 

    申立期間⑥は、Ｉ社の季節労働者として、勤務していた。 

    申立期間①から⑥までについて、給与明細書は残っていないが、給与

から厚生年金保険料を控除されていたので、調査の上、厚生年金保険の

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③のうち、昭和 34 年４月 10 日から 35 年３月 17 日までの期間



                      

  

について、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿におい

て、申立人と同姓同名で生年月日の一部が相違し、基礎年金番号に未統合

の被保険者記録（資格取得日は昭和 34 年４月 10 日、資格喪失日は 35 年

３月 17 日）が確認できる。 

   また、上記の被保険者名簿において、昭和 33 年１月１日から同年６月

21 日までの期間において申立人の被保険者記録が確認できるところ、当

該被保険者記録における生年月日は上記未統合の被保険者記録の生年月日

と一致している。 

   これらを総合的に判断すると、上記未統合の被保険者記録は申立人の被

保険者記録であり、事業主は、申立人が昭和 34 年４月 10 日に厚生年金保

険被保険者資格を取得し、35 年３月 17 日に同資格を喪失した旨の届出を

社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記録

から、昭和 34 年４月から同年９月までは１万 6,000 円、同年 10 月から

35 年２月までは１万 4,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間③のうち、昭和 33 年６月 21 日から 34 年４月 10 日まで

の期間については、複数の元従業員に照会したものの、申立人が、当該期

間においてＣ社に勤務していたことを確認できる具体的な供述等を得るこ

とはできなかった。 

   また、オンライン記録及びＣ社に係る上記被保険者名簿によると、複数

の元従業員が、申立人と同様に、一旦被保険者資格を喪失し、一定期間後

に同資格を再度取得していることが確認できる。 

   さらに、厚生年金保険の被保険者記録に欠落が確認できる複数の元従業

員に照会したものの、当該欠落期間において、厚生年金保険料を事業主に

より給与から継続して控除されていたことをうかがわせる供述等は得られ

なかった。 

   加えて、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の人事記録及び給与関係書類等を確認することができない上、申立人

も厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   なお、オンライン記録によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所であ

ったとする記録は見当たらず、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所となった

のは、当該期間より後の昭和 38 年１月１日である。 

   申立期間①について、Ａ社の元従業員の供述及び申立人が記憶する同社

の所在地と商業登記簿謄本で確認できる同社の所在地が一致していること

から、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推

認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 62 年４月１日



                      

  

に厚生年金保険の適用事業所になっており、当該期間は適用事業所ではな

いことが確認できる。 

   また、Ａ社の元従業員が、「会社が厚生年金保険の適用事業所となる前

の期間については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

なかった。各自で国民年金と国民健康保険に加入していた。」と供述して

いる。 

   さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の人事記録及び給与関係書類等を確認することができない上、申立人

も厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間②について、オンライン記録並びにＢ社、Ｊ社及びＫ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、Ｂ社は、当該期間において、

Ｊ社の名称で厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できる。 

   また、申立人が記憶するＢ社の所在地及び事業主名とＪ社に係る上記被

保険者名簿に記載されている同社の所在地及び事業主名がほぼ一致してい

ることから、期間は特定できないものの、申立人がＢ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

   しかしながら、申立人は、当時の従業員数を 25 名程度だったと供述し

ているところ、Ｊ社に係る上記被保険者名簿によると、当該期間において

被保険者であった者は４名であり、事業主は、当時、全ての従業員を厚生

年金保険に加入させていたわけではなかったことがうかがえる。 

   また、Ｊ社に係る上記被保険者名簿によると、申立人の氏名は見当たら

ず、整理番号に欠番も無い上、当該期間において、被保険者資格を取得し

た者はいない。 

   さらに、Ｊ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

事業主も死亡していることから、当時の人事記録及び給与関係書類等を確

認することができない上、申立人も厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間④について、申立人が記憶するＦ社の事業主名と商業登記簿謄

本で確認できる同社の事業主名が一致していることから、期間は特定でき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｆ社が厚生年金保険の適用事

業所であったとする記録は見当たらない。 

   また、当時の事業主は既に死亡しており、現在の事業主は、「当社は厚

生年金保険に加入していない。当時の人事記録及び給与関係書類等は保管

していない。」と回答している上、申立人も厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持し

ていない。 



                      

  

   申立期間⑤について、申立人は、Ｇ社又はＨ社に勤務していたと主張し

ている。 

   しかしながら、Ｇ社又はＨ社の所在地を管轄する法務局において、いず

れの商業登記の記録も確認できない上、申立人は、当時の同僚及び事業主

の氏名を記憶しておらず、勤務実態について証言等を得ることができない。 

   また、Ｌ商工会議所は、「当所の事業所データには、該当する企業は無

い。」と回答している。 

   さらに、オンライン記録によると、Ｇ社及びＨ社が厚生年金保険の適用

事業所であったとする記録は見当たらない上、申立人も、当該期間におい

て、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる給与明細書等の資料を所持していない。 

   申立期間⑥について、申立人は、Ｉ社に勤務していたと主張している。 

   しかしながら、Ｉ社の所在地を管轄する法務局において、同社の商業登

記の記録は確認できない上、申立人は、当時の同僚及び事業主の氏名を記

憶しておらず、勤務実態について証言等を得ることができない。 

   また、Ｍ商工会議所は、「当所の事業所データには、該当する企業は無

い。」と回答している。 

   さらに、オンライン記録によると、Ｉ社が厚生年金保険の適用事業所で

あったとする記録は見当たらない上、申立人も、当該期間において、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与

明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②、申立期間③のうち昭和 33 年６月

21 日から 34 年４月 10 日までの期間、及び申立期間④から⑥までにおけ

る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 35 年 12 月 31 日から 36 年１月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を同年１月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を１万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年８月８日から 34 年 12 月１日まで 

             ② 昭和 35 年 12 月 31 日から 36 年１月１日まで 

    私は、昭和 29 年から平成８年に定年退職するまで、Ａ社で勤務して

いたが、厚生年金保険の被保険者記録では、同社Ｂ事業所で勤務してい

た期間の資格取得日及び資格喪失日が間違っているため、記録に欠落が

生じている。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、Ａ社から提出された社員名簿、申立人から提出さ

れた経歴書、同僚の供述及び雇用保険の記録から判断すると、申立人が同

社に継続して勤務し（同社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   なお、異動日については、申立人が昭和 35 年の冬にＡ社Ｃ事業所に異

動したと述べているところ、同僚が、「申立人は 35 年の年末までＡ社Ｂ

事業所に勤務していた。」と供述していることから、36 年１月１日とす

ることが妥当である。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 35 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円



                      

  

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は当時の資料が無いため不明として

いるが、事業主が資格喪失日を昭和 36 年１月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを 35 年 12 月 31 日と誤って記録することは

考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   申立期間①について、Ａ社から提出された社員名簿、申立人から提出さ

れた経歴書、同僚の供述及び雇用保険の記録により、申立人が当該期間に

同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿によると、同社Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所になったの

は昭和 32 年 10 月１日であり、同日より前は適用事業所ではなかったこと

が確認できる。 

   また、上記の被保険者名簿によると、申立人と一緒に異動したとする同

僚の資格取得日は、申立人と同日となっている上、Ａ社Ｄ事業所から同社

Ｂ事業所へ異動したと思われるほぼ全ての被保険者について、厚生年金保

険の記録に欠落が生じていることが確認できる。 

   さらに、Ａ社は、「社員名簿により、申立期間①当時、申立人は現場雇

用の従業員であったことが確認できる。現場雇用の従業員については、会

社の規定ではなく、現場の事業所の判断で社会保険に加入していた。」と

回答しており、同社Ｂ事業所に勤務していた複数の従業員に照会したとこ

ろ、現場雇用の従業員として勤務していた複数の者が、入社から約７か月

から２年３か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

   加えて、Ａ社は、当時の賃金台帳や源泉徴収簿等を保管していない上、

申立人も、厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等を所持してい

ない。 

   このほか、当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5626 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年 10 月１日から 24 年２月１日ま

での期間について、厚生年金保険の被保険者であったことが認められるこ

とから、申立人のＡ社（Ｄ－Ｅ）における厚生年金保険被保険者資格の取

得日に係る記録を 21 年 10 月１日に、同資格の喪失日に係る記録を 24 年

２月１日に訂正することが必要である。 

   なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 21 年 10 月から

22 年５月までは 330 円、同年６月から 23 年７月までは 600 円、同年８月

から 24 年１月までは 3,300 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年８月から 24 年２月１日まで 

    私は、昭和 21 年８月にＡ社Ｂ工場に入社し、途中、同社Ｂ工場が閉

鎖したため、同社Ｃ工場に転勤となり、25 年１月まで継続して勤務し

ていた。それにもかかわらず、同社Ｂ工場における厚生年金保険被保険

者記録が全て欠落しているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場の工場長は、申立人は申立期間において正社員として勤務し

ていたと供述していることから、申立人が申立期間において同社Ｂ工場に

勤務していたことが認められる。 

   また、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社Ｂ工場という名称

の適用事業所は見当たらないが、申立人が同社Ｂ工場において共に同様の

業務に従事し、同社Ｂ工場にしか勤務しなかったとする同僚については、

申立期間に、事業所名称は不明であるものの事業所整理記号「Ｄ－Ｅ」に

おいて被保険者となっていることから、同社Ｂ工場は、事業所整理記号

「Ｄ－Ｅ」として、厚生年金保険の適用事業所であったと認められる。 

   しかしながら、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿は、



                      

  

現存しておらず、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿から同社Ｂ工場

（事業所整理記号「Ｄ－Ｅ」）において払出しを受けたことが確認できる

複数の被保険者に係る厚生年金保険被保険者台帳には、「全期間に対応す

る名簿、紛失（又は焼失）」である旨のスタンプが押されていることが確

認でき、日本年金機構Ｆ事務センターは、「同社Ｂ工場の事業所整理記号

は「Ｄ－Ｅ」と思われるが、被保険者名簿が存在しない理由は不明であ

る。」と回答している。 

   また、申立人が、自身と同様の業務に従事し、Ａ社Ｂ工場にしか勤務し

ていなかったと記憶している同僚については、上述のとおり、オンライン

記録では、昭和 21 年 10 月１日から 24 年１月 26 日まで当該事業所（事業

所整理記号「Ｄ－Ｅ」）における厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

   さらに、申立人がＡ社Ｂ工場から転勤したとする同社Ｃ工場において、

申立人と同日の昭和 24 年２月１日に資格取得している 12 名を、上記の払

出簿で調査したところ、うち５名は、同社Ｂ工場（事業所整理記号「Ｄ－

Ｅ」）において資格取得していることが確認でき、当該５名のうちの１名

について、申立人は自身と同様の業務に従事していたと述べている。 

   一方、上記の払出簿によると、Ａ社Ｂ工場において、昭和 21 年 10 月１

日に多数の者が資格取得している反面、同日より前の日付で資格取得して

いる者はほとんど確認できないところ、申立人は、複数の者が同時に入社

してきた記憶は無いとしていることから、同社Ｂ工場では、同日に従業員

をまとめて厚生年金保険に加入させたことがうかがえ、このことから、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、同年８月から同年

10 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 21 年

10 月１日から 24 年２月１日までの期間について、厚生年金保険の被保険

者であったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は、同僚のＡ社（事業所整理記号「Ｄ－

Ｅ」）における資格取得時の社会保険事務所の記録、申立人のＡ社（事業

所整理記号「Ｄ－Ｇ」）における資格取得時の社会保険事務所の記録及び

標準報酬月額の改正経過から、昭和 21 年 10 月から 22 年５月までは 330

円、同年６月から 23 年７月までは 600 円、同年８月から 24 年１月までは

3,300 円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成４年７月 31 日から同年 10 月 28 日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同

年 10 月 28 日であると認められることから、当該期間に係る申立人の厚生

年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬

月額を 17 万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月 31 日から５年４月１日まで 

    私は、平成３年４月にＢ社に入社後、出向先の事業所において、Ｃ職

として勤務していた。在籍がＢ社からＡ社に変わってからも、同社が倒

産するまで継続して勤務していたが、同社における厚生年金保険の被保

険者記録では、４年７月 31 日に被保険者資格を喪失している。同年 11

月頃に、会社が倒産するらしいと聞いていたが、転職前の５年３月末ま

で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、雇用保険の被保険者記録から、申立人がＡ社に平成

４年 11 月 30 日まで継続して勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった平成４年７月 31 日より後の同年 10 月 28 日に、申立人の同年 10

月の定時決定の記録を取り消した上で、同社における被保険者資格を同年

７月 31 日まで遡って喪失させる処理が行われているところ、同社の多数

の同僚についても同様の処理が行われていることが確認できる上、このほ

かの同僚の中には、同年７月 31 日以降の異なる日付で同資格を喪失した

旨の記録を、同年 10 月 28 日付けで、同年６月 30 日に遡及訂正されてい

るものが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立



                      

  

人が平成４年７月 31 日に資格を喪失したとする処理を行う合理的な理由

は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は、当該喪失処理をした日から判断して、同年 10 月

28 日であると認められる。 

   なお、平成４年７月から同年９月までの標準報酬月額は、申立人のＡ社

における喪失処理前のオンライン記録から 17 万円とすることが妥当であ

る。 

   一方、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から５年４月１日までの期

間について、申立人が自身と同時期まで在籍していたとして名前を挙げた

同僚は、Ａ社に係る雇用保険の記録における離職日が、申立人と同日の４

年 11 月 30 日であることが確認できる上、上記同僚を含む複数の同僚に照

会したが、申立人の同日以降の期間に係る勤務実態について証言を得るこ

とができなかった。 

   また、申立人と同様にＡ社での雇用保険の被保険者記録が平成４年 11

月 30 日まである同僚の中には、所持している給与明細書において、同年

10 月及び同年 11 月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認でき

る者がいる上、申立人は、同年 10 月から５年３月までに係る保険料を事

業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料

を所持しておらず、このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料

の控除をうかがえる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間の厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることができない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 40 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を、２万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 39 年３月２日にＡ社Ｂ支店に入社し、同日付けで同社Ｂ

支店管轄の同社Ｂ支店Ｃ営業所に配属され、翌年の 40 年 12 月１日に同

社本社へ転勤となったが、厚生年金保険の被保険者記録では、同社本社

に転勤となった際の同年 11 月の記録が欠落している。調査の上、年金

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社及び同僚の回答並びに雇用保険の記録から判断すると、申立人が同

社に継続して勤務し（同社Ｂ支店Ｃ営業所から同社本社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

   なお、申立人の異動日については、Ａ社の人事担当者及び複数の同僚が、

申立人は昭和 40 年 12 月１日に同社Ｃ営業所から同社本社に異動したと証

言していることから、同年 12 月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 40 年 10 月のオンライン記録から、２万 6,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭



                      

  

和 40 年 12 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）が

これを同年 11 月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主

が同年 11 月 30 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料の納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5629 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 41 年８月２日から同年８月 15 日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における資格取得日は同年８月２日であると認められ

ることから、当該期間に係る資格取得日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   申立期間のうち、昭和 41 年 12 月 31 日から 42 年１月１日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失

日に係る記録を同年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を５万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年８月２日から同年８月 15 日まで 

             ② 昭和 41 年 12 月 31 日から 42 年１月１日まで 

    私は、昭和 34 年６月 15 日から平成６年３月 31 日まで、Ｂ社に勤務

しており、途中で休職したことは無い。 

    ところが、厚生年金保険の記録によると、Ｂ社において昭和 41 年８

月２日に被保険者資格を喪失し、Ａ社において昭和 41 年８月 15 日に同

資格を取得したことになっており、被保険者記録がつながっていない。 

    また、Ａ社において昭和 41 年 12 月 31 日に被保険者資格を喪失し、

Ｂ社において 42 年１月１日に同資格を取得したことになっており、こ

の間が被保険者期間となっていない。 

    Ａ社には出向しただけであり、このような欠落が生じるはずが無いの

で、調査の上、申立期間①及び②を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＢ社Ｃ工場に



                      

  

おける資格喪失日は昭和 41 年８月２日、Ａ社における資格取得日は同年

８月 15 日となっていることが確認できる。 

   しかしながら、申立人が所持していた出向元であるＢ社の人事記録によ

ると、申立人は、昭和 41 年８月１日にＡ社に出向していることが確認で

きる上、Ｂ社は、「Ａ社は、当社の子会社であり、申立人が当社及び関連

会社に継続して勤務していたことは間違い無い。」旨の回答をしている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は、昭

和 41 年８月２日であると認められる。 

   申立期間②について、Ｂ社の人事記録及び雇用保険の記録から判断する

と、申立人は、Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、Ｂ社は、「申立人は当該期間においても当社の社員であったので、

被保険者期間に空白が生じることは考えられない。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における離職日は昭和

41 年 12 月 31 日、Ｂ社における資格取得日は 42 年１月１日となっている

ことから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係

る記録を同年１月１日に訂正することが必要である。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

41 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、当時の資料が無いため不明としているが、事業主が資

格喪失日を昭和 42 年１月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務

所がこれを 41 年 12 月 31 日と記録することは考え難いことから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年 12 月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5630 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 26 年６月 30 日から同年 12 月 30 日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年 12 月 30 日であると認

められることから、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、3,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年６月 30 日から 27 年６月１日まで 

             ② 昭和 27 年６月１日から同年７月１日まで 

    私は、昭和 26 年４月１日から 27 年５月 31 日まではＡ社に勤務して

いた。また、同年６月１日からはＢ社に勤務したが、Ｃ社の臨時職員に

応募することになり、同社を１か月で退職した。 

    ところが、厚生年金保険の記録では、Ａ社での被保険者資格の喪失日

が昭和 26 年６月 30 日となっており、申立期間①の期間が被保険者期間

となっていない。 

    また、Ｂ社に勤務していた期間が被保険者期間となっていない。 

    調査の上、申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が所持するＣ社の「勤務に関する記録」に

記載されている前職の内容から、申立人が当該期間において、Ａ社に勤務

していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格の

喪失日は、昭和 26 年６月 30 日となっている。 

   しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

には、申立人の資格喪失日を昭和 26 年６月 30 日と記載しているにもかか

わらず、同年８月１日における標準報酬月額の算定が行われたことが確認



                      

  

できる。 

   また、上記の被保険者名簿の摘要欄には、「26.９.１現在、算定基礎届

未提出ノ為認定決定ス」との記載がある上、当初の資格喪失日を遡って訂

正処理されている者も確認できることから、申立人の資格喪失に係る処理

は、遡って行われたことがうかがえる。 

   さらに、上記の被保険者名簿には、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所と

なった日（以下「新適日」という。）を昭和 26 年４月１日と記録してい

るにもかかわらず、同日より前の日付で記載されていた資格取得日を新適

日に訂正している者が複数確認できる上、被保険者を資格取得日順に記載

しておらず、これらのことから社会保険事務所（当時）において、同社に

係る年金記録の管理が適切に行われていたとは考え難い。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 26 年 12 月 30 日から 27 年６月１日まで

の期間については、上記の被保険者名簿において、Ａ社は、26 年 12 月 30

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることが確認できるとこ

ろ、複数の被保険者に照会したものの、同社が同日以降の期間についても、

厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていたことを確認できる具体的

な供述を得ることができなかった。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格喪失日は、昭

和 26 年 12 月 30 日であると認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿に記載

されている昭和 26 年８月１日の算定の記録から、3,000 円とすることが

妥当である。 

   申立期間②について、上記の「勤務に関する記録」における前職につい

ての記載内容から、申立人が当該期間において、Ｂ社に勤務していたこと

は推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は厚生年金保険の適用事

業所として見当たらない上、申立人が記憶する同社の所在地を管轄する法

務局において、同社の商業登記の記録を確認することができない。 

   また、申立人は、当時の事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について照会することができ

ない。 

   さらに、申立人は、申立期間②における厚生年金保険料の控除を確認で

きる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の取得日に係る記録を昭和 43 年７月 11 日に、同資格の喪失日

に係る記録を 44 年８月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年７月 11 日から 44 年８月 16 日まで 

    私は、昭和 43 年７月 11 日から 44 年８月 15 日までＡ社に勤務してい

たにもかかわらず、当該期間は厚生年金保険被保険者期間となっていな

いので、被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が提出した申立人の失業保険被保険者資格取得確認通知書並びに元

事業主及び現事業主の証言により、申立人が申立期間において同社に勤務

したことが認められる。 

   また、オンライン記録により、申立人がＡ社における前任者及び後任者

であったとする同僚２名は、いずれも、同社の厚生年金保険被保険者であ

ったことが確認できる。 

   さらに、上記同僚のうち１名のＡ社における雇用保険被保険者資格取得

日及び同資格の喪失日は、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日

と合致していることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤

務し、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の失業保険被保険者資



                      

  

格取得確認通知書に記載されている月給から、３万 9,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保

険者資格の取得届が提出された場合には、その後、同資格の喪失届を提出

する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所

（当時）が当該届出を記録していないことは、通常の事務処理では考え難

いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43 年７月か

ら 44 年７月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5632 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を平成５年 10 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月か

ら７年８月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10 月１日から７年９月 16 日まで 

    私は、Ａ社のＢ職として勤務し、厚生年金保険の記録では平成５年

10 月以降の標準報酬月額が 44 万円になっているが、給料が 53 万円か

ら 10 万円も下がったことは無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、平成５年 10 月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年８月

までは 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった同年９月 30 日より後の同年 10 月２日に、５年 10 月１日

に遡って 44 万円に引き下げられていることが確認できる。 

   また、Ａ社の当時の会計担当者は、「社会保険の手続は全て私が担当し、

社会保険事務所に何度も呼び出され、同事務所に納付する厚生年金保険料

を遡って減額訂正する届出書類数枚に代表者印を押した。」と述べている。 

   これらの事情を総合的に判断すると、平成７年 10 月２日付けで行われ

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について５年

10 月１日に遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があった

とは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た、同年 10 月から６年 10 月までは

53 万円、同年 11 月から７年８月までは 59 万円に訂正することが必要で

ある。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 18 年７月１日から同年 12 月 31 日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額（22 万円）に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 22 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が平成

18 年６月１日、資格喪失日が 19 年１月１日とされ、当該期間のうち、18

年 12 月 31 日から 19 年１月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と

記録されているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）に基づき、申立人の同社における資

格喪失日を同年１月１日とし、当該期間の標準報酬月額を 22 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   申立期間のうち、平成 18 年 12 月 10 日に係る標準賞与額については、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎とならな

い記録とされているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、厚生年金特例法に基づき、申立てに係る標準賞与額の記録を

28 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

    住 所 ：  



                      

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 18 年６月１日から同年 12 月 31 日まで 

             ② 平成 18 年 12 月 31 日から 19 年１月１日まで 

             ③ 平成 18 年 12 月 10 日 

    私は、Ａ社（Ｂ社）において、平成 18 年３月 21 日から同年 12 月 31

日まで、Ｄ業務に従事していた。厚生年金保険の記録では、標準報酬月

額が 20 万円となっているが、現在所持している同年８月分の給与明細

書によると、標準報酬月額 22 万円に基づく保険料を控除されているの

で、標準報酬月額を訂正してほしい。 

    また、退職日である平成 18 年 12 月 31 日が厚生年金保険の資格喪失

日となっているため、同年 12 月が被保険者期間となっていないので、

喪失日を 19 年１月１日に訂正してほしい。 

    さらに、平成 18 年 12 月の賞与明細書によると、標準賞与額 28 万円

に基づく保険料を控除されているが、記録に反映されていないので、標

準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、平成 18 年７月から同年 11 月までの標準報酬月額に

ついては、Ａ社から提出された賃金台帳及び申立人から提出された同年８

月の給与明細書により、申立人は、その主張する標準報酬月額（22 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   一方、厚生年金特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなるところ、平成 18

年６月の標準報酬月額については、賃金台帳により、事業主が源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額（22 万円）

は、オンライン記録において確認できる標準報酬月額（20 万円）を超え

ているものの、賃金台帳に記載された報酬月額に見合う標準報酬月額（19

万円）は、オンライン記録において確認できる標準報酬月額より低額であ

ることから、厚生年金特例法による保険給付の対象とならないため、あっ

せんは行わない。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、申立人の標準報酬月額に係る届出を社会保

険事務所（当時）に対して、誤って 20 万円の標準報酬月額に相当する報



                      

  

酬月額の届出を行い、当該期間に係る厚生年金保険料についても、標準報

酬月額 22 万円としての保険料を納付していないことを認めていることか

ら、社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

   申立期間②について、申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日

が平成 18 年６月１日、資格喪失日が 19 年１月１日とされ、当該期間のう

ち、18 年 12 月 31 日から 19 年１月１日までの期間は厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない

期間と記録されている。 

   しかしながら、雇用保険の記録、Ｃ健康保険組合の記録、源泉徴収票及

び賃金台帳により、申立人は、Ａ社に平成 18 年 12 月 31 日まで継続して

勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、賃金台帳から判断すると、

22 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して誤って提出し、当該期間に係る厚生年金保険料についても

納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に

係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間③について、申立人のＡ社に係る平成 18 年 12 月 10 日の標準

賞与額（28 万円）については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎とならない記録とされている。 

   しかしながら、Ａ社から提出された賃金台帳及び申立人から提出された

賞与明細書により、申立人は、当該期間において、その主張する標準賞与

額（28 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが確認できる。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して誤って提出し、当該賞与に係る厚生年金保険料についても

納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人が

主張する平成 18 年 12 月 10 日の標準賞与額（28 万円）に基づく厚生年金

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険



                      

  

料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、

Ａ社における平成 17 年７月 10 日及び同年 12 月 10 日の標準賞与額の記録

を 67 万 9,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月 10 日 

             ② 平成 17 年 12 月 10 日 

    厚生年金保険の記録によると、平成 17 年７月及び同年 12 月の賞与の

記録が欠落している。賞与明細書を提出するので、当該賞与に係る記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した賞与明細書から、申立人は、申立期間において、その

主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、上記の賞与明細書の保険料控

除額から、67 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届の提出を行っていないこと

を認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立期間に係る標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を平成９年９月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 28 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月 31 日から同年９月１日まで 

    私は、平成８年 12 月１日にＡ社に入社し、９年８月 31 日に退職した。 

    厚生年金保険の記録によると、平成９年８月が被保険者期間となって

いないが、同年９月の給与明細書から厚生年金保険料が控除されている

ことが確認できる。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された申立人の退職届から、申立人は、Ａ社を平成９年

８月 31 日付けで退職したことが確認できる。 

   また、申立人から提出された平成９年９月の給与明細書から、申立人は、

当時の標準報酬月額 28 万円に見合う厚生年金保険料（２万 4,290 円）を

控除されていたことが確認できる。 

   さらに、事業主は、厚生年金保険料は「翌月控除」と回答していること

から、上記の厚生年金保険料は平成９年８月の保険料であることが確認で

きる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書に記載さ

れている厚生年金保険料の控除額から、28 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した



                      

  

か否かについては、事業主は調査不能としているが、オンライン記録にお

ける申立人の資格喪失日が雇用保険の記録における離職日の翌日である平

成９年８月 31 日となっており、離職日は同じであることから公共職業安

定所及び社会保険事務所（当時）の双方が誤って記録したとは考え難く、

事業主は、社会保険事務所に対し、同年８月 31 日を申立人の被保険者資

格の喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5636 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における申立期間の標準賞与額に係る記録を 67 万 2,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年 12 月 26 日 

    私は、平成 19 年 12 月 26 日にＡ社から賞与が支給された際、厚生年

金保険料が控除されていたにもかかわらず、厚生年金保険の記録に反映

されていない。賞与明細書等の資料を所持しているので、厚生年金保険

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する平成 19 年 12 月 26 日の賞与明細書から、申立人は、そ

の主張する標準賞与額（67 万 2,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについて、不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 44 万

5,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 43 万 4,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 44 万 5,000 円、申立期間②は 43 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 65 万

9,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 65 万 1,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 65 万 9,000 円、申立期間②は 65 万 1,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日及び同年 12 月 15 日の標準賞与額に

係る記録を 38 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間①及び②における標準賞与額については、

事業主から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び

保険料控除額により、38 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、



                      

  

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 44 万

3,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 46 万 2,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 44 万 3,000 円、申立期間②は 46 万 2,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出てないことを認めていることから、その結果、社

会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 37 万

4,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 37 万 3,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 37 万 4,000 円、申立期間②は 37 万 3,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5642 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日及び同年 12 月 15 日の標準賞与額に

係る記録を 38 万 3,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間①及び②における標準賞与額については、

事業主から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び

保険料控除額により、38 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、



                      

  

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5643 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 23 万

7,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 29 万 1,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 23 万 7,000 円、申立期間②は 29 万 1,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5644 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における平成 15 年７月 11 日の標準賞与額に係る記録を 88 万

8,000 円、同年 12 月 15 日の標準賞与額に係る記録を 90 万円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 11 日 

             ② 平成 15 年 12 月 15 日 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社において平成 15 年７月及び同年 12 月

に支給された賞与の記録が無いが、会社が保管している賃金の記録によ

ると、当該賞与から厚生年金保険料が控除されていたことが確認でき、

会社も手続をしていなかったことを認めているので、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これ

らの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、事業主

から提出のあった申立人の賃金データに記載されている賞与額及び保険料

控除額により、申立期間①は 88 万 8,000 円、申立期間②は 90 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ



                      

  

いては、事業主は申立人の申立期間①及び②に係る賞与支払届を社会保険

事務所（当時）に届け出ていないことを認めていることから、その結果、

社会保険事務所は、申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づく保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①及び②に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。

 

 



 

  

神奈川国民年金 事案 5518 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年４月から平成元年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成元年８月まで 

私は、昭和 62 年３月に会社を退職したことを契機に、場所は覚えていな

いが、国民年金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料について

は、私の父親から納付するよう厳しい指導を受けたため、私が実家近くの

金融機関で納付書により保険料を納付していたにもかかわらず、申立期間

の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年３月に会社を退職したことを契機に、国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、

加入手続を行った場所、年金手帳の交付及び保険料の納付金額等についての

記憶が曖昧であることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不

明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年 12 月に払い出されてい

ることが確認できる上、申立人は厚生年金保険被保険者の資格を喪失した２

年９月に国民年金の被保険者資格を取得していることから、申立期間は未加

入で保険料を納付することができない期間であり、申立人は、申立期間から

手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、申立人に別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、預金通帳等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年９月から 37年４月までの期間及び同年８月から 39年５

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 また、昭和 61 年７月から 62 年１月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年９月から 37年４月まで 

② 昭和 37年８月から 39年５月まで 

③ 昭和 61年７月から 62年１月まで 

申立期間①及び②について、記録上、未納及び未加入とされているが、

昭和 36 年９月頃、私の母親が区役所で国民年金の加入手続を行い、納付場

所等は不明だが、国民年金保険料を納付してくれていたはずである。 

申立期間③について、昭和 61 年７月頃、夫が私の国民年金保険料の免除

の申請を、夫の保険料免除の申請と一緒に市役所の窓口にて口頭で行った。 

申立期間①及び②について、母親が国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してくれたはずであり、申立期間③について、夫が保険料

の免除の申請を行ったにもかかわらず、未納及び未加入とされているので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、昭和 36 年９月頃、その母親が区役

所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたはず

であると述べているが、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保険料の納

付に関与しておらず、国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたと

するその母親は、既に他界しており、当該期間当時の国民年金の加入状況及

び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間①及び②の国民年金保険料が納付された可能性も精査した



 

  

が、申立人の保険料を納付したとするその母親は、国民年金に加入し、申立

人と連番で国民年金手帳記号番号を付与されているものの、保険料を納付す

ることなく同番号を取り消されており、申立人の弟妹等の親族も、当該期間、

国民年金に未加入であるなど、申立人の母親が保険料を納付していたと推認

される事情もうかがえない。 

   さらに、申立期間③について、申立人は、その夫が、申立人の国民年金保

険料の免除の申請を、その夫の保険料の免除の申請と一緒に市役所の窓口で

口頭により行ったと述べ、同申請を行ったとするその夫は、同申請に係る申

請書を提出することなく、手続が行われたと述べるなど、申立内容が不自然

である上、その夫は、当該期間、国民年金に未加入であり、同申請を行える

状況になかったことが推認され、オンライン記録からも、申立人について免

除がなされた形跡がうかがえない。 

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたこと、及び

免除されていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほか

に当該期間の保険料を納付していたこと、及び免除されていたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできず、申立期間③の保険料を免除されていたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5520 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 12 月から 58 年３月までの期間、61 年７月から 62 年３

月までの期間、63 年４月から同年 11 月までの期間及び平成２年７月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 57年 12月から 58年３月まで 

② 昭和 61年７月から 62年３月まで 

③ 昭和 63年４月から同年 11月まで 

④ 平成２年７月 

私は、昭和 57 年 12 月に会社を退職した後に、市役所で国民年金の加入

手続を行った。その後も会社を退職した際、その都度自分で市役所の窓口

で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行ったはずである。申立期間

①、②、③及び④の国民年金保険料については、自宅に送付された納付書

に現金を添えて、金融機関で納付していた。保険料額は、申立期間①当時

は 7,000 円ぐらいであり、時期を追うごとに保険料額が上がっていった記

憶があるが、保険料を納付したことははっきりとは記憶していない。 

申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年 12 月に会社を退職した後に、市役所で国民年金の加

入手続を行い、申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を金融機関で納

付していたはずであると主張しているが、加入手続を行った時期及び保険料

を納付した記憶が曖昧であることから、国民年金の加入状況及び保険料の納

付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、申立人の国民

年金手帳記号番号払出簿から、平成４年 12 月であると確認できることから、

当該払出時点まで申立期間①、②、③及び④は国民年金に未加入で国民年金



 

  

保険料を納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5521 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年 10 月から 59 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 48年 10月から 52年 12月まで 

② 昭和 53年１月から 59年６月まで 

申立期間①について、私が 20 歳になったときに、私の父親が私の国民年

金の加入手続を行い、加入当初から私が結婚するまで国民年金保険料を納

付していた。私が結婚する際に、父親が私に、預金通帳と一緒に年金手帳

を渡し、「20歳から加入して、保険料を納付していた。」と言っていた。 

また、申立期間②について、私の元夫が、私の国民年金保険料の納付及

び住所変更手続を行っていた。国民年金第３号被保険者制度が出来た際に、

私が元夫に、私の年金について確認したところ、元夫は、「保険料は全て

納付している。」と言っていた。 

申立期間①の国民年金保険料が未納とされていること、及び申立期間②

が国民年金に未加入で保険料が納付済みとされていないことに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、20 歳になったときに、その父親が申立人

の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張してい

るが、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、

申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとするその父親

は既に他界していることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立期間②について、申立人は、その元夫が申立人の国民年金保険

料の納付及び住所変更手続を行っていたと主張しているが、申立人は保険料

の納付及び住所変更手続に直接関与しておらず、申立人の保険料の納付及び



 

  

住所変更手続を行っていたとするその元夫から、証言を得ることはできない

ことから、保険料の納付状況及び住所変更手続の状況が不明である。 

   さらに、申立人は、昭和 59 年７月に国民年金に任意加入していることが確

認できることから、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5522 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年２月から 46 年３月までの期間及び 48 年４月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 44年２月から 46年３月まで 

② 昭和 48年４月から同年９月まで 

私たち夫婦は自営の会社の経営が軌道に乗ってきたので、昭和 46 年２月

又は同年３月に二人で市役所に行き、国民年金の加入手続を行った記憶が

ある。その加入手続の際、窓口の職員から勧められて２年分の国民年金保

険料を遡って納付し、その後は、定期的に保険料を納付してきたのに、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 46 年２月又は同年３月に国民年金の加入手続を行った

と主張しているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意

加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人夫婦の国民年金の加入手続

時期は、50年 12月頃と推認され、申立内容と一致しない。 

   また、昭和 50 年 12 月時点において、時効により申立期間の国民年金保険

料を納付することができないため、申立人夫婦が当該期間の保険料を納付す

るためには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されるか、過去３回実施さ

れた特例納付制度を利用するほかないが、申立人夫婦は、申立期間の始期か

ら手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号

番号が払い出されるとは考え難く、その形跡も見当たらないことに加え、申

立人夫婦の主張は、46 年２月又は同年３月に国民年金の加入手続を行い、２

年分の保険料を遡って納付したとするものであり、50 年 12 月に 44 年２月ま

での保険料を遡って特例納付により納付したとするものではない。 

   さらに、申立人夫婦は、それぞれ所持する年金手帳の「初めて被保険者と



 

  

なった日」が昭和 44 年２月 10 日と記載されていることから、国民年金保険

料を同年同月から納付していたと述べているが、同手帳の日付は、保険料の

納付の始期を特定するものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5523 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年２月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 48年９月まで 

私たち夫婦は自営の会社の経営が軌道に乗ってきたので、昭和 46 年２月

又は同年３月に二人で市役所に行き、国民年金の加入手続を行った記憶が

ある。その加入手続の際、窓口の職員から勧められて２年分の国民年金保

険料を遡って納付し、その後は、定期的に保険料を納付してきたのに、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 46 年２月又は同年３月に国民年金の加入手続を行った

と主張しているが、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意

加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人夫婦の国民年金の加入手続

時期は、50年 12月頃と推認され、申立内容と一致しない。 

   また、昭和 50 年 12 月時点において、時効により申立期間の国民年金保険

料を納付することができないため、申立人夫婦が当該期間の保険料を納付す

るためには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されるか、過去３回実施さ

れた特例納付制度を利用するほかないが、申立人夫婦は、申立期間の始期か

ら手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号

番号が払い出されるとは考え難く、その形跡も見当たらないことに加え、申

立人夫婦の主張は、46 年２月又は同年３月に国民年金の加入手続を行い、２

年分の保険料を遡って納付したとするものであり、50 年 12 月に 44 年２月ま

での保険料を遡って特例納付により納付したとするものではない。 

   さらに、申立人夫婦は、それぞれ所持する年金手帳の「初めて被保険者と

なった日」が昭和 44 年２月 10 日と記載されていることから、国民年金保険

料を同年同月から納付していたと述べているが、同手帳の日付は、保険料の



 

  

納付の始期を特定するものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年４月から 13 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年４月から 13年３月まで 

私は、結婚した平成３年５月頃、夫に勧められて区役所で国民年金の加

入手続を行った。 

私は、申立期間当時、収入が一定の金額を超えたことから、第３号被保

険者から第１号被保険者となった。その後、何年頃か具体的な記憶は無い

が、未納分の国民年金保険料を納付するよう通知が届いたので、区役所へ

行ったが、区役所では納付することができないと言われた。後日、２回に

分けて送付されてきた納付書により、１回当たり約 15 万円ずつ、計 30 万

円程度の保険料を金融機関で納付したが、それが国民年金保険料だったか

具体的な記憶は無い。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、収入が一定の金額を超えたことから、第３号被

保険者から第１号被保険者となったため、金融機関で納付書により申立期間

の国民年金保険料を納付したと主張しているが、申立人は、納付書が送られ

てきた時期、保険料を納付した時期及び保険料を納付した具体的な場所につ

いての記憶が無いことから、保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた

状況下であることから、申立人への誤った納付書の発行、記録漏れ又は記録

誤り等がなされたとは考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し



 

  

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5525（事案 4080の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間、38 年４月から 40 年３

月までの期間及び 62 年４月から 63 年２月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 38年４月から 40年３月まで 

③ 昭和 62年４月から 63年２月まで 

私の申立期間①の国民年金保険料については、私の妻が集金人に夫婦二

人分の保険料を納付していた。その額は、１人当たり月額 100 円ぐらいだ

った。 

その後、昭和 49 年７月に市内の別の場所に店舗兼住宅を建てた。これを

契機に、申立期間②の国民年金保険料について、同年同月頃、区役所の出

張所で過去の未納分を納付できることを知り、未納期間が無くなるように

保険料を納付した。金額については当初納付しようとした金額では納付す

ることができなかったため、倍ぐらいの金額を納付した記憶があるが詳細

は思い出せない。 

申立期間③の国民年金保険料については、私の妻が、区役所に当該期間

の保険料が口座振替されていないと問い合わせた際、納付しなくても老齢

基礎年金を満額受給できるとの説明を受け、安心していた。 

前回の申立てにおいて、申立期間①、②及び③の記録の訂正は認められ

なかったが、全ての期間の国民年金保険料は納付してあるはずなので、未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の当初の申立内容に対して、申立期間①については、昭和 36 年当時、

集金人が被保険者宅を訪問して国民年金保険料を収納する制度は存在しなか

ったこと、申立期間②については保険料の納付に関する記憶が曖昧であるこ



 

  

と、申立人が特例納付により納付した保険料は老齢年金の受給権を得るため

に必要な期間のものであったと考えられること、及び申立人の妻も当該期間

は未納とされていること、申立期間③については、申立人は当該期間の保険

料の口座振替が行われていなかった点について認識していることを主な理由

として、既に当委員会の決定に基づく平成 22 年７月 28 日付け総務大臣の年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回の再申立てについて、申立人は、国民年金保険料の納付に関して新た

な資料や情報を提供したわけではないが、当委員会において、申立人の年金

記録及び前回の申立内容に関して、再度調査を行ったものの、当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間①、②

及び③の保険料を納付していたものと認めることはできない。 

   なお、申立人は、申立期間③の国民年金保険料の口座振替が行われなくな

った際に、役所の担当者から「満額の老齢基礎年金が受給できる。」旨の説

明を受けたため、保険料の納付の機会を失ったとして、行政の不手際があっ

た点を強く主張しているが、年金記録確認第三者委員会は、保険料の納付の

有無について検討し、年金記録の訂正の要否を判断するものであり、保険料

の納付に関する法律の規定又は運用の当否を審議する機関ではない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5526 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年６月から平成元年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 61年６月から平成元年 11月まで 

昭和 61 年６月頃、勤務先の秘書が私の国民年金の加入手続を行ったはず

である。国民年金保険料については、当初、納付していなかったが、自宅

に督促状のような通知が届いたので、区役所の出張所で数回に分けてまと

めて納付した。申立期間が未加入で保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年６月頃、勤務先の秘書が申立人の国民年金の加入手続

を行ったと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする秘

書から証言を得ることはできない上、申立人は、秘書に国民年金の加入手続

を依頼した記憶が曖昧であり、秘書から年金手帳を受け取った記憶も無いこ

とから、申立期間当時の国民年金の加入状況が不明である。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、当初、納付してい

なかったが、督促状のような通知が届いたので、区役所の出張所で数回に分

けてまとめて納付したと主張しているが、区役所の出張所で過年度保険料を

納付することはできないことから、申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は無く、申立

人に手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いことから、申立期間は国民年金の未加入期間で国民年金保険料を納付する

ことができない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5527 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年 10 月から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年 10月から８年３月まで 

私（申立人の母親）は、国民年金に加入することは義務であり、私の息

子の将来のことを考えて、息子が 20 歳になった後に、息子の国民年金の加

入手続を市役所で行った。申立期間の国民年金保険料については、私が、

息子の国民年金の加入手続を行った際に、未納であることが分かったため、

加入当初に社会保険事務所（当時）の窓口で納付書によりまとめて納付し

た。その際、担当職員から「これで保険料を納付し続けていけば、年金を

受給するときは、満額がもらえます。安心しなさい。」と言われ、ほっと

したことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続を行った当初に、申立期間

の国民年金保険料を、納付書により社会保険事務所でまとめて納付したと主

張しているが、その母親は、申立人の国民年金の加入手続を行った時期及び

保険料の納付時期についての記憶が曖昧であることから、保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続を行った際に未納で

ある期間を遡って納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番

号は平成８年 12 月に払い出されていること、及び申立人のオンライン記録

によると、申立人に対して 10 年５月に納付書が発行されており、申立期間

直後の８年４月の国民年金保険料が 10 年５月 25 日に、８年５月から同年 11

月までの保険料が 10 年６月 24 日にまとめて納付されていることが確認でき

る。仮に申立人の母親の主張のとおり加入手続を行った時点で遡って未納が



 

  

無いように納付したのであれば、８年４月から同年 11 月までの保険料につ

いても同時期に納付するはずであり、上述のとおり当該期間の保険料が 10

年５月及び同年６月に過年度納付されていることを踏まえると、申立人の母

親の未納期間を遡って納付したとする記憶は、８年４月から同年 11 月まで

の保険料を過年度納付した記憶と考えるのが合理的である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5528 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年２月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 50年２月から 51年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 50 年＊月頃、父親が、私の国民年金の加入手続

を行い、私の国民年金保険料を納付してくれていた。私は、父親が、姉に

ついても 20 歳から国民年金に加入し、両親、姉及び私の保険料を一緒に納

付してくれていたにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人の加入手続を行い、同期間の保険料を納付してく

れていたとするその父親は、加入手続を行った時期や方法などを憶
おぼ

えておら

ず、申立期間当時の加入状況は不明である。 

   また、申立人は、その父親が、申立人が 20 歳になった昭和 50 年＊月頃に、

申立人の国民年金の加入手続を行ってくれたと述べているが、申立人の国民

年金手帳記号番号は、その姉と連番で払い出されており、同番号の前後の番

号の任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人及びその姉の加入

手続は、51 年９月又は同年 10 月に行われたと推認され、その父親が、申立

人及びその姉が 20 歳のときに、それぞれの加入手続を行ってくれたという

申立内容と合致しない。 

   さらに、昭和 51 年９月又は同年 10 月の時点においては、申立期間の国民

年金保険料を納付するには、過年度納付するほかないが、同期間の保険料を

納付してくれていたとするその父親は、加入手続後、送られてきた納付書で

定期的に納付し、遡って納付したことは無かったと述べている上、その父親

が申立人の分と一緒に納付していたとするその姉も、同期間の保険料が未納



 

  

である。 

   加えて、申立人の父親が、申立期間の国民年金保険料を、過年度納付によ

らず、国民年金の加入手続後、定期的に納付するには、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されなければならないが、申立人は、申立期間から手帳記号

番号の払い出された時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号番

号が払い出されているとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   その上、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5529 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年 11 月から平成２年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年 11月から平成２年３月まで 

私は、会社を退職した昭和 63 年 11 月に社会保険事務所（当時）で国民

年金の加入手続を行ったと思う。国民年金保険料は、納付書が送られてき

ていれば、その納付書で納付してきたと思う。私は、申立期間の保険料が

未納又は国民年金に未加入とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職した昭和 63 年 11 月頃に、国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付してきたと主張しているが、申立人の国民年金手

帳記号番号の前後の番号が付与された 20 歳到達者の国民年金被保険者記録

及び国民年金第３号被保険者該当の届出の処理日等から、申立人の国民年金

の加入手続時期は、平成４年３月頃と推認され、申立内容と一致せず、その

時点では、申立期間の大半は、時効により保険料を納付することができない。 

   また、上述のとおり、申立期間の大半の期間は時効により納付することが

できない期間であり、申立人が、当該期間の国民年金保険料を納付するには、

別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無く、申

立期間のうち、時効にかからない期間について、当時、申立人は、国民年金

に未加入で、保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人は、昭和 63 年 11 月頃に当時居住していた市を管轄する社

会保険事務所で、国民年金の加入手続を行ったと主張している。しかし、申

立人が、現在所持する年金手帳には、旧姓が印字されており、同手帳は、申

立人が同年 10 月に結婚する前の厚生年金保険の被保険者であった期間に発

行されたものと考えられることに加え、同手帳の住所欄には、申立人が、加



 

  

入手続を行ったとする同年同月に居住していたＡ市の記載が見当たらず、年

金手帳の国民年金の記録欄の「被保険者になった日」の箇所には「Ｂ市」の

押印があることから、国民年金の加入手続は、申立人が平成元年７月以降に

居住していたＢ市で行われていたと推認でき、申立内容と一致しない。 

   加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料を「納付書が送られている

としたら納付書で納付した。」と述べるにとどまり、保険料額、納付場所等

に関する記憶が曖昧であるなど、保険料の納付状況が不明である。 

   その上、申立期間の国民保険料を納付していたことを確認できる資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたと認めることは

できない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5530 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 10 月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月から 41年３月まで 

私が 20 歳になってすぐの昭和 38 年＊月頃に、叔母が、区役所で私の国

民年金の加入手続を行ってくれた。その後、叔母が、毎月、区役所又は郵

便局で申立期間の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になってすぐの昭和 38 年＊月頃に、その叔母が、区役所

で申立人の国民年金の加入手続を行い、毎月、区役所又は郵便局で申立期間

の国民年金保険料を納付していたはずであると主張しているが、申立人自身

は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の

国民年金の加入手続等を行ったとするその叔母は、申立人によると既に亡く

なっているとしていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保

険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の最初の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年９月頃に、当時、

未加入者を対象に行われていた職権適用分の番号として払い出されているこ

とが確認できることから、国民年金の加入手続時期についての申立人の主張

と一致しない上、申立人は、申立期間から最初の手帳記号番号の払出時期を

通じて、同一区内に居住しており、申立期間当時に、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5531 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 12年３月 

平成 11 年１月に勤務先を出産のため退職した際、私は国民年金の第３号

被保険者への種別変更手続を行ったが、その後雇用保険の失業等給付とし

て基本手当を受給するため夫の扶養から外れ、再度第１号被保険者への種

別変更手続を行った。手続を行った場所は憶
おぼ

えていない。 

申立期間の国民年金保険料については、私が納付書により納付したが、

納付場所及び保険料月額の記憶は定かではない。夫の扶養から外れ、基本

手当を受給していた申立期間の保険料は欠かさず納付していたので、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 11 年１月に勤務先を退職した際、国民年金の第３号被保険

者への種別変更手続を行い、その後基本手当を受給するため、第１号被保険

者への種別変更手続を行ったとしている。しかし、オンライン記録において、

同年３月に第３号被保険者取得勧奨が行われていること、及び同年１月の第

３号被保険者への種別変更手続は同年４月 22 日に処理されていることが認

められる上、12 年６月の第３号被保険者への種別変更手続も同年９月 27 日

に処理されていることが確認できることから、上述の手続を適切に行ったと

する申立内容と一致しない。 

   また、オンライン記録によると、申立人に対し、平成 13 年７月に納付書が

発行されているが、現在納付済みとされている期間の国民年金保険料は現年

度で納付されていることから、当該納付書は、申立期間の保険料について発

行されたものと考えられ、申立期間の保険料は欠かさず納付したとする主張

と一致しない。 



 

  

   さらに、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、

基礎年金番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていた

状況下において、申立期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考え

にくい。 

   加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、納付書により納

付したとしているが、納付場所及び保険料月額等の記憶が曖昧であることか

ら、保険料の納付状況が不明である上、申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5532 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年９月から 49 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 41年９月から 49年８月まで 

私が 20 歳になった昭和 41 年＊月頃に、父親が、私の国民年金の加入手

続を行ってくれたはずである。 

その後、父親が、私を含めた家族の国民年金保険料を集金人に一緒に納

付していたはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 41 年＊月頃に、その父親が、申立人の国民

年金の加入手続を行い、申立人を含めたその家族の国民年金保険料を集金人

に一緒に納付していたはずであると主張しているが、申立人自身は、国民年

金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の

加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとするその父親は、既に

亡くなっていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 63 年３月に払い出されてい

ることが確認できることから、国民年金の加入手続時期についての申立人の

主張と一致しない上、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出時期を通

じて、同一区内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5533 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年８月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年８月 

私が、昭和 59 年８月に会社を退職した後、時期は分からないが、父親が、

私の国民年金の加入手続を行ってくれた。 

その後、父親が、私の国民年金保険料を納付してくれたが、私の国民年

金の被保険者資格取得時期が、昭和 59 年９月とされたために、申立期間の

保険料を納付することができなかった。 

申立期間が未加入とされ、国民年金保険料を納付することができなかっ

たことに納得できないので、申立期間の保険料を当時の保険料額で納付で

きるように認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年８月に会社を退職した後、時期は分からないが、その

父親が、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人の国民年金保険料を納

付してくれたが、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期が、同年９月と

されたために、申立期間の保険料を納付することができなかったと主張して

いるところ、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は同年同月であるこ

とが、申立人が所持する年金手帳及びオンライン記録により確認でき、申立

期間の保険料を納付していないことを申立人自身も認めている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

   なお、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付することができなかっ

たのは、申立人が居住していた市における国民年金の加入手続の事務処理に

遺漏があったことによるものであるとして、申立期間の保険料について、納



 

  

付の機会を付与するよう求めているが、年金記録確認第三者委員会は、保険

料の納付の有無について検討し、年金記録の訂正の要否を判断するものであ

り、保険料の納付に関する法律の規定又は運用の当否を審議する機関ではな

い。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5534 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から同年 12月まで 

私は、平成４年５月又は同年６月頃、区役所の窓口で国民年金の加入手

続を行い、その際に、同区役所の職員から、過去の未納分の国民年金保険

料の納付について問われ、納付することが可能であったので、同日に同区

役所で、一括納付した。 

私は、国民年金に加入して、申立期間の国民年金保険料を納付したにも

かかわらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成４年５月又は同年６月頃、区役所の窓口で国民年金の加入

手続を行い、過去の未納分である申立期間の国民年金保険料を一括して納付

したと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日及びその手帳

記号番号の前後の番号の被保険者の資格記録等から、申立人の国民年金の加

入手続時期は、同年７月又は同年８月と推認され、その時点において、時効

により当該期間の保険料を納付することができず、当該期間の保険料を納付

するためには、別の手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、

申立期間の始期から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一区内に居住して

おり、別の手帳記号番号が払い出されたとは考え難く、その形跡も見当たら

ない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料として一括納付したとする金額

は、実際の当該期間に係る保険料の合計額と乖
かい

離している。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付の際に、区役所の職

員から年金手帳の資格記録欄に記入された日付と申立人が国民年金の加入手

続を行ったとする時期に居住していた区名の押印が、申立期間の保険料を領



 

  

収した証明になるとの説明を受けた憶
おぼ

えがあると述べているが、同手帳の資

格記録欄の記載は保険料を納付したことを証明するものではない。 

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5535 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年８月から平成元年１月までの期間及び同年 10 月から２

年４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 63年８月から平成元年１月まで 

② 平成元年 10月から２年４月まで 

私は、平成６年 10 月頃、市役所の分室で国民年金の加入手続を行った。

申立期間①及び②の国民年金保険料については、国民年金の加入手続を行

った後に郵送されてきた納付書により、私が金融機関で遡って納付してい

たにもかかわらず、申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年 10 月頃に国民年金の加入手続を行い、その後郵送され

てきた納付書により、申立期間①及び②の国民年金保険料を金融機関で遡っ

て納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間①及び②の保険料の

納付時期及び納付金額の記憶が曖昧であることから、当該期間の保険料の納

付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年 10 月に払い出されてい

ることが確認でき、その時点では、申立期間①及び②は時効により国民年金

保険料を納付することができない期間である上、別の手帳記号番号が払い出

されていた形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5536 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 43 年６月までの期間及び 44 年２月から 51 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年７月から 43年６月まで 

② 昭和 44年２月から 51年 12月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、申立期間①の国民年

金保険料を女性の集金人に納付していた。また、昭和 44 年２月に会社を退

職した後には、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った記憶は無

いが、申立期間②の保険料を自宅に来た集金人に納付していた。申立期間

①及び②が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の国民年金保険料を女性の集金人に納付し、また、

申立期間②の保険料を自宅に来た集金人に納付していたと主張しているが、

申立人は、申立期間①当時に、国民年金の加入手続を行った記憶が無く、申

立期間②当時に、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った記憶も無

いとしている上、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 55 年

９月であることが、申立人の所持する年金手帳及びオンライン記録により確

認できることから、申立期間①及び②は、国民年金の未加入期間で保険料を

納付することができない期間である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年 11 月に払い出されて

いることが確認でき、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、国民年金保険料の納付金額及び納付時期についての記

憶が定かではないことから、申立期間①及び②当時の保険料の納付状況は不

明である上、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5537 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 12 月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 47年３月まで 

私が 20 歳になった昭和 44 年＊月頃に、父親が、私の国民年金の加入手

続を行ってくれたはずである。 

その後、父親が、私を含めた家族の国民年金保険料を集金人に一緒に納

付していたはずであり、申立期間が未加入とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 44 年＊月頃に、その父親が、申立人の国民

年金の加入手続を行い、申立人を含めたその家族の国民年金保険料を集金人

に一緒に納付していたはずであると主張しているが、申立人自身は、国民年

金の加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の

加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとするその父親は、既に

亡くなっていることから、申立期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入被保険者の

被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、昭

和 47 年５月頃であると推認できることから、国民年金の加入手続時期につ

いての申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 47 年４月であ

ることが、申立人の特殊台帳及びオンライン記録により確認できることから、

申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができ

ない期間である。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5538 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 38 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年１月まで 

私は、昭和 36 年４月頃に、勤務先の同僚に勧められたので、区役所の出

張所で国民年金の加入手続を行った。 

その後、区役所の窓口で納付書に現金を添えて、申立期間の国民年金保

険料を納付していたが、納付時期や納付金額についての記憶は定かではな

い。 

申立期間が未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月頃に、勤務先の同僚に勧められたので、区役所の

出張所で国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金

手帳記号番号は、49 年９月頃に払い出されていることが確認できることから、

国民年金の加入手続時期についての申立人の主張と一致しない上、申立人が

申立期間当時居住していたとする区において、別の手帳記号番号が払い出さ

せていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 49 年９月である

ことが、申立人の被保険者名簿及びオンライン記録により確認できることか

ら、申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することが

できない期間である。 

   さらに、申立人は、区役所の窓口で納付書に現金を添えて申立期間の国民

年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人が申立期間当時居住し

ていたとする区において、納付書による保険料の収納が行われるようになっ

たのは、昭和 45 年７月からであることが確認できることから、申立人が、

申立期間の保険料を納付書により納付していたとは考え難い。 



 

  

   加えて、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付金額及び納付時期に

ついての記憶が定かではないことから、申立期間当時の保険料の納付状況は

不明である上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5539 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から 56 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 56年６月まで 

私は、会社に勤め出した後の昭和 56 年春頃に、当時居住していた区の区

役所の出張所で国民年金の加入手続を行った。その際、出張所の職員から、

20 歳まで遡って国民年金保険料を納められると勧められたので、遡って保

険料を納付したにもかかわらず、申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年春頃、当時居住していた区の区役所の出張所で国民年

金の加入手続を行い、20 歳まで遡って国民年金保険料を納付したと述べてい

る。しかし、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号の任意加入被保険

者の被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続時期は、58 年６

月と推認され、申立内容と合致せず、申立人が申立期間の保険料を納付する

には、別の手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、申立期間

前から手帳記号番号の払い出された時期を通じ、同一住所地に居住しており、

別の手帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   また、申立人は、申立人の所持する年金手帳に記載されている「初めて国

民年金の被保険者となった日」が、昭和 54 年＊月＊日であることから、同

年同月が国民年金保険料の納付の始期であると主張しているが、同年金手帳

の日付は、加入手続時期に関係無く、強制加入期間の初日まで遡及すること

から、加入手続時期及び保険料の納付の始期を特定するものではない上、申

立人の主張する申立期間当時の保険料月額は、現に納付済みとされている 56

年７月からの保険料月額と一致する。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5540 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から同年９月までの期間、62 年２月及び平成４年

６月から同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月から同年９月まで 

② 昭和 62年２月 

③ 平成４年６月から同年８月まで 

私は、退職後の昭和 60 年４月に、区役所で国民年金の加入手続を行った。

その後、62 年２月及び平成４年６月に会社を退職した際には、区役所で厚

生年金保険から国民年金への切替手続を行った。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料の納付時期や納付金額について

の記憶は定かではないが、区役所で手続を行った際に、未納期間の確認を

して、その場で未納分の保険料を納付した記憶があるので、申立期間①、

②及び③の保険料も納付しているはずである。 

申立期間①、②及び③の国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、退職後の昭和 60 年４月に、区役所で国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成６年 10 月に

払い出されていることが確認できることから、国民年金の加入手続時期につ

いての申立人の主張と一致しない上、申立人は、申立期間①、②及び③当時

から手帳記号番号の払出時期を通じて同一区内に居住しており、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   また、申立人は、昭和 62 年２月及び平成４年６月に会社を退職した際には、

区役所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行ったと主張しているが、

申立人の昭和 62 年２月及び平成４年６月の国民年金の被保険者資格取得の



 

  

記録は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された６年 10 月に追加さ

れていることが、オンライン記録により確認できることから、申立人が昭和

62 年２月及び平成４年６月当時に、厚生年金保険から国民年金への切替手続

を行っていたとは考え難い。 

   さらに、申立人は、申立期間①、②及び③の国民年金保険料の納付時期及

び納付金額についての記憶が定かではないことから、当該期間当時の保険料

の納付状況は不明である上、申立人が当該期間の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5541 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年４月から２年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年３月まで 

私は、大学を卒業後、自営業者として働き始め、平成２年４月頃に区役

所で国民年金に加入した。その後、国民年金制度が改正され、学生も強制

加入とされたことから、私が学生であった期間のうち、20 歳となった昭和

63 年＊月に遡って国民年金保険料を払うようにと通知が届いた。私は、平

成３年２月 28 日に区役所で申立期間の保険料を、納付書に現金を添えて、

遡って納付した。納付した保険料額は 10 万円から 19 万円ぐらいだったと

思う。私の日記には、その日は雨が降り、保険料の出費がかさんだと記載

されている。 

私は、申立期間が国民年金に未加入で国民年金保険料が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成２年４月頃に区役所で、国民年金の加入手続を行い、同年

同月から国民年金保険料を納付し続けていたと主張しているが、申立人の国

民年金手帳記号番号は、３年３月 18 日に払い出されており、加入手続時期

もその頃と推認できることから、申立内容と一致しない。 

   また、申立人は、平成３年４月に国民年金制度が改正され、学生も国民年

金に強制加入とされたことから、申立人が学生であった期間のうち、20 歳と

なった昭和 63 年＊月に遡って国民年金保険料を払うように通知が届いたと

主張しているが、当該制度改正は、平成３年４月１日時点で、20 歳以上の学

生について強制加入被保険者とされ、加入義務が課せられたものであり、同

年同月前の加入が任意とされていた学生の期間について遡って保険料を納付

させるものではなく、同年同月時点において 22 歳に到達していた申立人に



 

  

対して遡って保険料の納付を求める通知があったとは考えにくい。 

   さらに、申立人が所持する年金手帳及びオンライン記録によると申立期間

は未加入とされていることが確認できることから、当該期間は国民年金保険

料を納付することができない期間であると考えられる。 

   加えて、申立人は、申立期間当時は学生であり、国民年金に加入するには、

制度上、任意加入することとなるが、任意加入の場合、遡って被保険者資格

を取得することはできないことから、申立人が加入手続を行ったと主張する

平成２年４月の時点で、当該期間の被保険者資格を遡って取得することはで

きず、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するには、申立人に対して

３年３月 18 日に払い出された国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号

が払い出される必要があるが、申立人は、申立期間から手帳記号番号の払出

日を通じて同一区内に居住しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（確定申告書、預金通帳等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5542 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年 12 月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

学生納付特例により納付猶予されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年 12月から 12年３月まで 

私は、平成 12 年１月頃、国民年金保険料の学生納付特例制度の通知が届

き、区役所で、国民年金の加入手続を行うと同時に学生納付特例の申請を

行った。 

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 12 年１月頃、区役所で、国民年金の加入手続を行うと同時

に、国民年金保険料の学生納付特例の申請を行ったと述べているが、学生納

付特例制度は、同年４月から導入されており、申立期間は制度発足前の期間

であることから、同申請を行うことができない上、当該期間当時、学生に係

る保険料の免除制度は実施されていたものの、その申請を行った形跡も見当

たらない。 

   また、申立期間について、申立人は、平成９年１月の基礎年金番号の導入

後に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料の学生納付特例の申請を行

ったと申し立てているが、同番号に基づき、記録管理の電算化が図られてい

た状況下において、当該期間の記録管理が適切に行われていなかったとは考

えにくい。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付

猶予されていたことを示す関連資料が無く、ほかに当該期間の保険料を学生

納付特例により納付猶予されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付猶予

されていたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 5543 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年３月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 59年３月から同年７月まで 

私は、自宅に届いた「国民年金加入記録の調査結果についてのお知ら

せ」を見て、初めて、申立期間の国民年金保険料が未納であることを知っ

た。会社を退職した後は、いつも国民健康保険の手続と一緒に、厚生年金

保険から国民年金への切替手続を行い、保険料を納付したはずなので、申

立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 59 年３月に会社を退職した際、国民健康保険と一緒に国民

年金への切替手続を行い、国民年金保険料を納付したと主張しているが、申

立人は保険料の納付に関する記憶が曖昧であることから、申立期間当時の保

険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人のオンライン記録によると、平成 13 年３月に、申立期間につ

いて国民年金の強制加入被保険者期間としての資格記録が追加訂正されてお

り、申立期間当時、当該期間は国民年金の未加入期間とされていたことから、

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が居住していた市が保管する国民年金被保険者収滞納一覧

表においても、昭和 58 年度は国民年金の未加入期間とされている上、59 年

度から平成 11 年度までについては同一覧表が作成されていないことから、

申立人が居住していた市の記録においても、申立人が申立期間当時、国民年

金への切替手続を行った形跡が見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5645 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年８月 16 日から 23 年７月１日まで 

    私は、戦争中、学校の先生の紹介で、Ａ社（現在は、Ｃ社）Ｂ工場に

昭和 19 年３月 27 日から 23 年６月 30 日まで継続して勤務したが、20

年８月 16 日から 23 年７月１日までの期間について、同社の厚生年金保

険の被保険者となっていないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社を退職することなく同社のＤ部門に継続して勤務して

いたと主張している。 

   しかしながら、申立期間にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険の被保険

者記録がある同僚 36 名に照会したところ、うち１名が申立人を知ってい

ると回答しているが、当該同僚は昭和 20 年９月１日に被保険者資格を喪

失しており、申立人の申立期間における勤務実態について確認すること

はできなかった。 

   また、申立人が直属の上司であったとしている者は、Ａ社に係る厚生

年金保険被保険者となっていない。 

   さらに、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立人が昭和 19 年３月 27 日に資格取得し、20 年８月 16 日に資格喪失をし

た記録しか見当たらず、これは厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の資

格喪失日の記録と一致している。 

   加えて、上記の被保険者名簿を見ると、申立人と同様に昭和 20 年８月

16 日又は同年９月１日に資格喪失となっている被保険者が多数存在し、

申立人の氏名が記録されている名簿のページ及び前のページの被保険者に



                      

  

ついて、オンライン記録と突き合わせたところ、ほぼ一致していることが

確認できる。 

   また、申立人は同僚の氏名を記憶しておらず、Ｃ社は当時の資料を保管

していないことから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除に

ついて確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5646 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年５月１日から 56 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 53 年 11 月から 56 年 12 月まで、Ａ社でＢ業務に就いてい

たが、在職中に昇格して所長職になっていたにもかかわらず、55 年５

月から 56 年 11 月までの標準報酬月額が下がっているのはおかしいので

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る標準報酬月額が、当時の給与額と比べて低額

となっていると申し立てているところ、オンライン記録から、Ａ社におい

て、申立期間当時、厚生年金保険に加入していることが確認できる被保険

者 71 名の標準報酬月額を調査した結果、申立人と同様に標準報酬月額が

減額された記録がある者が 66 名おり、そのうち 41 名は、直前の標準報酬

月額より３等級以上の減級の記録があることが確認できる。 

   また、複数の同僚から、Ａ社は、歩合制を導入しており、給与の額には

変動があった旨、また、申立期間においては会社の業績が悪くなっていた

ので給与がそれまでの額に比べて相当減額された旨の証言があることから、

申立人の標準報酬月額のみが同僚と異なる取扱いであったことがうかがえ

る事情は無い。 

   さらに、申立人のＡ社における厚生年金基金の加入記録において確認で

きる申立期間の標準給与月額は、厚生年金保険の標準報酬月額と一致して

いることが確認できる。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間当時の申立人の標準報酬月額の定時決定及び随時改定の記録について、



                      

  

不自然な事務処理が行われた形跡は見当たらない。 

   また、申立人が主張する標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与台帳、給与明細書及

び所得税源泉徴収票等の資料は無い。 

   このほか、申立期間について申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5647 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年７月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 20 年 11 月頃から朝鮮戦争が始まる頃まで、Ｄ軍Ａ駐留部

隊で継続してＢ業務をしていた。 

    しかし、厚生年金保険の記録によると、申立期間の記録が欠落してい

る。 

    調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚に照会したものの、申立人が、申立期間においてＤ軍Ａ駐留

部隊に勤務していたことを確認できる具体的な供述を得ることができなか

った。 

   また、Ｃ防衛事務所が保管する申立人の人事記録には、申立期間の後の

昭和 24 年９月８日以降の在籍期間の記載が確認できるだけであり、同事

務所は、「このほかに申立人に係る資料は見当たらない。」と回答してい

る上、申立人も、申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間について、申立人の厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5648 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23 年４月 13 日から 24 年５月２日まで 

    私は、船員手帳に記載されているとおり、昭和 23 年４月 13 日から

24 年５月１日まで、Ａ社所属の船舶Ｂに見習航海士として乗船勤務し

ていた。しかし、船員保険の記録では申立期間の記録が欠落しているの

で、調査し船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳及び同僚の証言から、申立人は、申立期

間において、Ａ社所有の船舶Ｂに見習航海士として乗船していたことが確

認できる。 

   しかしながら、船舶Ｂに係る船員保険被保険者名簿を確認したところ、

当該船舶において昭和 24 年６月１日以前の船員保険被保険者は存在せず、

申立期間において当該船舶が船員保険の適用船舶であったという事実は確

認できない。 

   また、申立人が名前を挙げたＡ社の同僚６名のうち３名は、申立期間に

おいて同社が所有するほかの船舶における船員保険被保険者であることが

確認できる上、残り３名の同僚及び申立人が所持する船員手帳に記載され

た船長は、船舶Ｂに係る船員保険被保険者名簿において、その氏名が確認

できるものの、いずれも船員保険被保険者資格の取得日は、昭和 24 年６

月１日となっている。 

   さらに、Ａ社所有の船舶Ｂ以外の船舶で、申立期間当時、適用船舶であ

ったことが確認できる６隻及び同社に係る船員保険被保険者名簿について

縦覧調査したが、いずれの名簿においても、申立人及び船舶Ｂの船長並び

に上記同僚３名の氏名は見当たらない。 



                      

  

   加えて、申立人は、当時、Ｃ校（現在は、Ｄ校）の学生であったと述べ

ていることから、Ｄ校に当時の実習生に対する船員保険の取扱いについて

照会したところ、同校は、「当時の資料は無いが、申立期間当時を知る関

係者の話では、学校が学生を船員保険に加入させていたことは無いとのこ

とであった。また、学生が実習のため乗船した船舶の所有者が、学生を船

員保険に加入させることはあり得るが、全ての学生を加入させていたわけ

ではないとのことであった。」と回答している。 

   このほか、申立人は、船員保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の申立

期間における船員保険料の控除に係る事実を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険の被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5649（事案 670 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年１月１日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、Ａ社（現在は、Ｄ社）Ｂ工場での厚生年金

保険の被保険者期間が昭和 17 年６月１日から 18 年１月１日までとなっ

ているが、実際にはＣ団に同年９月１日に入隊するため、１か月前の同

年７月 31 日に退職したので、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい旨、第三者委員会に申立てを行ったが、

年金記録を訂正する必要はないという決定があった。 

    しかし、私の退職時期の記憶は鮮明であり、同僚２名が退職日を記憶

している可能性もある。また、退職の前に会社が厚生年金保険の被保険

者資格の喪失手続を行うとは考えられないので、申立期間について、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していた同僚のうち、唯一連絡の取れた元従業員が、申立

人がＥ軍へ入隊のため退職したことは記憶していることから、申立人が申

立期間にＡ社に勤務していたことは推認できるものの、ⅰ）申立人が、厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給

与明細書等の資料は無いこと、ⅱ）申立人に係る厚生年金保険被保険者台

帳（旧台帳）にも、申立人の被保険者資格の喪失日は昭和 18 年１月１日

となっている上、申立人と同日に被保険者資格を喪失した被保険者が 40

名以上見受けられることから、何らかの事情で申立人が同日に資格を喪失

したものと考えられること、ⅲ）Ｄ社は、Ａ社Ｂ工場に係る戦前の書類は

残っておらず、終戦の時の名簿にも申立人の氏名が見当たらないため、在

籍の確認ができないとしていること等から、既に当委員会の決定に基づく



                      

  

平成 21 年３月６日付け年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われて

いる。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、記録訂正につながる新たな資料を提

出すること無く、退職前に会社が厚生年金保険の被保険者資格喪失の手続

を行うはずがないと主張しているが、これは当初の決定を変更すべき新た

な事情とはいえず、このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者と

して、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30 年 10 月 29 日から 32 年７月１日まで 

    夫とは昭和 37 年に結婚した。その当時、夫は他社で勤務していたが、

結婚前は、学校を卒業後、Ａ市内の会社でＧ職の仕事をしていたと聞い

ている。ねんきん定期便では、28 年 12 月１日から 30 年 10 月 29 日ま

ではＢ社で、32 年７月１日から同年 11 月５日まではＣ社で厚生年金保

険の記録があるが、申立期間の記録が欠落している。会社名等は分から

ないが、約２年もの間仕事をしていなかったとは思えないので、調査を

してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立期間において、申立人が勤務していた会社名、同僚

の名前は全く分からないと述べている。 

   また、申立人の妻は、申立人は昭和 43 年５月にＦ県に引っ越すまでは

Ａ市内から出たことが無いと述べていることから、Ａ市を管轄するＤ年金

事務所に申立期間に係る同年金事務所の全払出簿の縦覧調査を依頼したが、

同年金事務所は、「いずれの払出簿においても、申立人の氏名は確認する

ことができなかった。」と回答している。 

   さらに、申立人の生年月日を基にＥ県内の管轄年金事務所の健康保険厚

生年金保険被保険者原票照会をしたが、申立人の氏名を確認することがで

きない。 

   このほか、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人が



                      

  

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5651 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年 10 月２日から 21 年 12 月１日まで 

    夫が書いた厚生年金保険老齢年金裁定請求書の職歴欄には、昭和 19

年６月１日から同年 10 月２日まではＡ社、同日から 21 年 12 月９日ま

では現在のＢ国にあったＣ社Ｄ工場に、同日から再びＡ社に勤務してい

たことが記載されている。 

    ところが、厚生年金保険の記録によると、昭和 21 年 12 月１日にＡ社

において被保険者資格を取得するまでの申立期間に係る記録が欠落して

いる。 

    調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｅ社の社史から、昭和 18 年６月において、同社を含む４社の共同出資

により、現在のＢ国にＣ社Ｄ工場を設立したことは確認できる。 

   しかしながら、上記の４社は、いずれも「当時の資料は保管していな

い。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務実態を確認するこ

とができない。 

   また、申立人の妻が提出した申立人の住所録から複数の同僚に照会した

ものの、申立人が、申立期間当時、Ｃ社Ｄ工場に勤務していたことを確認

できる具体的な供述を得ることはできなかった。 

   さらに、オンライン記録によると、Ｃ社Ｄ工場は厚生年金保険の適用事

業所として見当たらない上、申立人が書いたとする上記の老齢年金裁定請

求書には、同社の所在地がＦ町と記載されていることから、当該地域を管



                      

  

轄する法務局に照会したものの、同社の商業登記の記録は確認することが

できない。 

   加えて、当時、厚生年金保険法が適用される区域は「内地」である日本

国内であり、現在のＢ国等の「外地」に存在する事業所には適用されなか

った。 

   また、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除を

確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年４月頃から 29 年１月２日まで 

    私は、高校卒業後の昭和 27 年４月頃、Ｂ駅付近にあった工場に入社

し、約２年間、工場内でＣ業務に従事していたが、厚生年金保険の被保

険者資格を取得したのは 29 年１月２日であり、申立期間の被保険者記

録が無い。退職後、次の職場に就職するまでの間、失業手当を受給して

おり、被保険者記録が３か月しか無いのはおかしいので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＢ駅付近にあった工場でＣ業務をしていたと述べ

ているが、事業所名を記憶しておらず、年金事務所による厚生年金保険の

被保険者記録の調査において、Ａ社の名前を知らされたが、勤務していた

事業所が同社だったか分からないと述べている上、上司及び同僚の名前を

記憶していない。 

   また、Ａ社の複数の厚生年金保険被保険者に照会したものの、申立人が

申立期間において同社に勤務していたことを確認できる具体的な供述を得

ることができないほかこれらの者は、同社に係る厚生年金保険の被保険者

資格の取得日は、自身が記憶している入社日よりも遅かった旨の供述をし

ている。 

   さらに、厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿から、申立人の厚生

年金保険被保険者手帳記号番号は、申立人を含め、昭和 29 年１月２日に

Ａ社において資格取得した者に対して、連続した番号で払い出されている

ことが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿、申

立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びオンライン記録の資格取



                      

  

得日と一致している。 

   加えて、申立人が記憶する事業所の所在地の近隣の事業所についても調

査したものの、申立人の申立期間における被保険者記録は無い。 

   また、Ａ社は既に解散しており、当時の人事記録及び給与関係資料を

確認することができない上、申立人は、申立期間における勤務実態及び

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月 16 日から７年 12 月 21 日まで 

    私は、平成５年５月 16 日から７年 12 月 20 日まで、Ａ社で正社員と

して勤務していた。Ｂ部門に在籍していたので、給与から厚生年金保険

料が控除されていたことは確実であると認識している。給与明細書は所

持していないが、調査して申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立期間のうち、平成５年７月 29 日から７

年８月 11 日までの期間、申立人がＡ社に在籍していたことが確認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所と

なっていないことが確認できるところ、同社の事業主は、申立期間を含め

厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

   また、商業登記簿謄本から、Ａ社が申立人の記憶している所在地に現存

していることが確認できるが、当該所在地に照会文書を送付したが宛所不

明であり、事業主及び役員の連絡先も不明であることから、これらの者か

ら保険料控除について回答を得ることができない。 

   さらに、申立人は、同僚について、姓を記憶しているのみであるため、

これらの者及びその連絡先が特定できず保険料控除について供述を得るこ

とができない。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月１日から 34 年５月 20 日まで 

    私は、公共職業安定所の紹介により、Ａ社に入社し、１年余り社長に

同行してＤ業務の手伝いをした。会社はＢ区Ｃ町にあるアパートの一室

にあり、従業員は私だけであったため同僚はいなかった。正社員として

勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社はアパートの一室にあり、従業員は社長と申立人の２名

だったと述べている。 

   しかしながら、Ａ社の複数の従業員に照会したところ、いずれも従業員

数は５名ぐらいだったと供述しており、所在地及び事務所の状況について

も申立人の供述とは異なっている上、申立人を記憶している者はいなかっ

た。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が記

憶する当時の事業主は、申立期間に同社において厚生年金保険の被保険者

となっていることが確認できるものの、上記の複数の従業員は、「当時は、

既に社長が代わっていた。申立人が事業主として名前を挙げた人は先代の

社長で、当時は会社に時々顔を出す程度だった。」と供述している。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主も死亡していることから、申立人に係る人事記録及び給与関係

書類を確認することはできない上、申立人も、申立期間における勤務実態

及び厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料を所持してい

ない。 



                      

  

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月から７年５月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、Ａ社における厚生年金保険の資格取得

日が、平成７年５月１日となっている。同社には、Ｂ職として入社し、

６年６月から正社員となった。 

    申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が申立期間当時作成していた申立人に係る「雇用保険・社会保険の

記録」及び雇用保険の記録から、申立人が平成６年６月 17 日から同社に

勤務していたことは認められる。 

   しかし、Ａ社から提出された申立人に係る「雇用保険・社会保険の記

録」には、雇用保険の被保険者資格取得日は、平成６年６月 17 日、健康

保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得日は、７年５月１日と記載され

ていることから、この点について、同社に照会したところ、同社の事務担

当者は、「『雇用保険・社会保険の記録』において、申立人以外の従業員

についても、厚生年金保険の加入日が雇用保険の加入日より遅い者が複数

いることが確認できることから、当時、当社では、従業員について、必ず

しも雇用保険の加入と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いとはなって

いなかったと考えられる。」と回答している。 

   また、申立人が名前を挙げた同僚及び申立期間に被保険資格を取得した

記録がある同僚 10 名に文書照会したところ、回答のあった９名のうち、

１名は、「Ａ社では、厚生年金保険の加入について従業員ごとに異なった

取扱いをしており、一定期間経過後に加入させていた。」、３名は、「Ａ

社は、厚生年金保険には、希望する者のみが加入していた。」と供述して



                      

  

いる。 

   さらに、Ａ社が保管する申立人に係る「厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」の控えの資格取得年月日の欄には、平成

７年５月１日の記載が確認でき、オンライン記録と一致している。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていることを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5656 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年９月頃から 26 年７月頃まで 

    オンライン記録によると、昭和 24 年９月頃から 26 年７月頃まで非常

勤職員としてＣ港に新設されたＤ施設の業務に従事した。当時、Ａ社

（現在は、Ｂ社）から黄色のはがきの大きさの厚生年金保険被保険者証

を受け取った記憶があるので、調査の上、申立期間について厚生年金保

険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された、「受験資格者名簿」及び申立人が所持する業務計

画表の記載内容から、期間は特定できないが申立人がＡ社に勤務していた

ことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、昭和 27 年６月１日であり、申立期間当時は適用事業所では

なかったことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、「当時の資料が保管されていないため、不明。」と回答

している上、申立人が名前を挙げた上司及び同僚はいずれも既に死亡して

いることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

   さらに、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細書等の資料は所持しておらず、このほか、

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月 31 日から同年２月１日まで 

    私は、平成２年７月１日にＡ社に入社し、Ｂ業務を行っていたが、在

職中に体調を悪くして入院したため、退院後は会社が私の体に負担のか

からない勤務時間にしてくれるなどの配慮をしてくれていた。しかし、

会社が私に良くしてくれる分、私も申し訳なく感じ、４年１月 31 日付

けで退職したが、厚生年金保険の被保険者記録は同年１月 31 日に資格

を喪失したことになっているため、申立期間について厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社を退職したのは平成４年１月 31 日であったと主張して

いるが、雇用保険の記録における申立人の同社での離職日は、同年１月

30 日となっており、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日と合致してい

る。 

   また、Ａ社が保管していた申立人の平成４年分の給与支払報告書の写し

において、申立人の退職年月日は同年１月 30 日と記載されているところ、

同社が保管していた社員の身上異動書の申立人の退職日欄にも同日の記入

がある。 

   さらに、Ａ社が作成している社会保険台帳の資格喪失日欄には、資格喪

失日と括弧書きで退職日が記載されているが、申立人の同欄には、「４年

１月 31 日」及び括弧書きの「４年１月 30 日」が記載されていることが確

認できる。 

   加えて、Ａ社は、給与からの厚生年金保険料の源泉控除の方法は翌月控

除であるが、月末が退職日となる場合には、当月分も合わせて控除してい



                      

  

ると回答しているところ、同社の賃金台帳により、申立人に最後に支給し

た平成４年１月分の給与から控除した厚生年金保険料は、標準報酬月額に

同年１月から変更になった厚生年金保険料率ではなく、３年 12 月までの

厚生年金保険料率を乗じて算出した額の１か月分の額と同額であることが

確認できることから、事業主は、申立人の４年１月分の給与から３年 12

月の保険料のみを控除していたことがうかがえる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月頃から３年８月１日まで 

    私は、平成２年３月頃にＡ社に入社し、Ｂ社へ派遣されてＣ業務を行

っていた。４年７月まで継続して勤務したが、厚生年金保険被保険者の

資格取得日が３年８月１日になっているので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった申立人名義の預金通帳の写しにより確認できる

給与振込日及び申立人が記憶している同僚の証言から、申立人が申立期間

にＡ社から派遣され、Ｂ社において勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社において勤務していた１名は、同社から別事業所へ派遣さ

れた者の厚生年金保険の加入について、希望した場合にのみ加入させてい

た旨を供述している。 

   また、Ａ社において、申立人と同じ平成３年８月１日に厚生年金保険被

保険者資格を取得している同僚を調査したところ、複数の同僚が厚生年金

保険の加入は希望制であったと述べており、うち１名は入社時から厚生年

金保険へ加入希望していたにもかかわらず加入できなかったが、同年８月

頃に同社から加入できるようになる旨の説明があり、その頃に厚生年金保

険に加入したと供述している。 

   さらに、Ａ社は既に解散しており、同社の人事記録を保管しているグル

ープ会社のＤ社は、申立人に係る書類は保管されていないため、給与から

厚生年金保険料を控除していたかは不明である旨を回答している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年１月１日から 48 年１月１日まで 

             ② 昭和 50 年１月１日から 57 年１月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録によると、Ａ社に勤務していた期間のう

ち、申立期間①及び②の標準報酬月額が、給与明細書の総支給額より低

い額となっているので、調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

申立人が所持する昭和 47 年１月から同年８月まで、同年 10 月から同年

12 月まで、50 年１月から 54 年８月まで、同年 10 月から 55 年９月まで、

同年 11 月から 56 年７月までの給与明細書から確認できる厚生年金保険料

控除額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額を基に算定される

保険料額と一致している。 

   また、申立人が給与明細書を所持していないとする昭和 47 年９月、54

年９月、55 年 10 月については、当該月の前後の月が、上述のように給与

明細書から確認できる厚生年金保険料控除額が、申立人に係るオンライン

記録の標準報酬月額を基に算定される保険料額と一致していることから判

断すると、当該月においてもオンライン記録の標準報酬月額を基に算定さ

れる保険料額が控除されていたと考えるのが妥当である。 

   さらに、昭和 56 年８月から同年 12 月までの期間については、申立人は

当該期間の給与明細書を所持していないため、給与総支給額及び厚生年金

保険料控除額を確認できない。 



                      

  

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る申立人の申立期間における標準報酬月額は、厚生年金基金における標準

給与月額と一致している上、当該名簿の記載内容に不備は無く、オンライ

ン記録とも一致している上、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形跡も

見当たらない。 

   このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年７月１日から同年 12 月１日まで 

    Ａ社を昭和 44 年６月 30 日に退社し、翌日の同年７月１日からＢ社

（現在は、Ｃ社）に勤務したが、厚生年金保険被保険者資格の取得日が

同年 12 月１日となっている。記録が欠落している５か月について調査

をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の証言及び申立人の勤務に係る記憶から、申立人が申立期間につい

てＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、事業所別被保険者名簿によると、Ｂ社は、昭和 44 年 12

月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事

業所ではないことが確認できる。 

   また、申立人と同様Ｂ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日が

昭和 44 年 12 月１日となっており、かつ、同日より前から勤務していたと

する複数の同僚に照会したものの、資格取得日より前から厚生年金保険料

が控除されていたとする供述は得られなかった。 

   さらに、申立人は申立期間における保険料控除を確認できる給与明細書

等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5661 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年７月１日から 33 年 11 月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ市Ｂ区にあったＣ社Ｄ支店Ｅ作業所内の

現場事務所に正社員として勤務し、Ｆ職の仕事をしていた。 

    厚生年金保険の記録では、Ｃ社に勤務していた期間が被保険者期間と

なっていないので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された写真及び申立人が名前を挙げた複数の同僚の厚生

年金保険被保険者記録がＣ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において確認できることから、期間は特定できないものの、申立人が

同社Ｄ支店Ｅ作業所内の現場事務所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立人は、Ｃ社に入社した経緯について、「Ｃ社Ｄ支店

Ｅ作業所内の現場事務所に勤務していた知人の紹介で入社した。Ｄ支店に

面接等で行ったことは無い。」と供述しているところ、申立期間当時、同

社Ｄ支店Ｇ作業所内の現場事務所において給与計算等の事務を担当してい

た同僚によると、「雇用形態が作業所採用の場合は、Ｈ健康保険と雇用保

険への加入のみであり、厚生年金保険には加入できなかった。」と供述し

ている上、当該同僚を含めた複数の同僚が、「厚生年金保険に加入したの

は支店採用になってからであり、作業所採用の期間については、厚生年金

保険に加入できなかった。」と供述している。 

   また、Ｃ社は、「申立人については、当社での在籍を確認できる資料は

無く、在籍や採用区分は不明であるが、本社採用及び支店採用の社員を厚

生年金保険に加入させていた。」と回答している。 

   さらに、上記の被保険者名簿には、申立期間において申立人の名前は無



                      

  

く、整理番号に欠番は無い。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年９月１日から 22 年４月１日まで 

    私は、昭和 37 年に作成した履歴書を所持しており、その履歴書には

21 年４月にＡ社Ｂ所に入社し、22 年３月に退職と記載されている。当

時の記憶が定かではない部分もあり、終戦後すぐにＨ職として同社に勤

務した記憶もあるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された履歴書には、申立期間のうち、昭和 21 年４月か

ら 22 年３月までにおいてＡ社Ｂ所に勤務していたことが記載されている

ことから、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ所は厚生年金保険の適用事業

所となっている記録は見当たらない。 

   また、申立人は、勤務場所であるＡ社Ｂ所の所在地について、Ｃ市Ｄ区

Ｅ町付近にあったと述べており、同社に確認したところ、「この所在地か

ら考えられるＡ社に係る適用事業所は、同社Ｆ工場又は同社Ｇ工場のいず

れかである。」との回答を得たが、両事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿から申立人の被保険者記録の確認はできない。 

   さらに、申立人はＡ社Ｂ所で勤務していた同僚の名前を覚えておらず、

申立期間当時の状況について確認することができない。 

   加えて、Ａ社から、申立期間における人事資料は無く、申立人の保険料

控除について確認ができないとの回答を得ている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5663 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月１日から８年１月 31 日まで 

    私は、平成２年４月から７年 12 月までの期間、月額 60 万円以上の報

酬を得ており、社会保険事務所（当時）に対してそれに見合った報酬月

額で届け出て厚生年金保険料を納付していた。申立期間当時、直接社会

保険事務所へ出向き滞納していた社会保険料のことで話合いをしたこと

は認めるが、一連の処理は社会保険事務所の職員による提案に基づくも

のであり、自身の標準報酬月額が下がることまでは聞いていない。下が

った標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成２年４月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年 12 月まで

は 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

はなくなった日（平成８年１月 31 日）の後の８年２月 28 日付けで、遡っ

て９万 8,000 円に訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の代表取締役

であったことが確認できる。 

   また、申立人は、標準報酬月額の遡及訂正処理については説明を受けて

いないと主張しているが、「平成６年頃から経営が厳しくなり、社会保険

料を滞納していた。８年１月頃に社会保険事務所から呼出しを受け、何ら

かの書類に社印を押した記憶はある。」と供述していることから、申立人

が当該訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人

が、自らの標準報酬月額に係る訂正処理に関与しながらその処理の無効を

主張することは信義則上許されず、申立期間における標準報酬月額に係る

記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年１月 27 日から同年 11 月頃まで 

    私は、昭和 30 年 10 月 15 日にＡ社に入社し、13 か月ぐらい勤務した

ので、退職したのは 31 年 11 月頃のはずだが、厚生年金保険の資格喪失

日が同年１月 27 日と記録されている。勤務期間が３か月しかないのは

おかしいので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における資格取得日が昭和 30 年 10 月 15 日であるので

同日が同社への入社日であり、同社には 13 か月ぐらい勤務していたので

31 年 11 月頃に退職したはずであると主張している。 

   しかしながら、申立人が入社日であったとする昭和 30 年 10 月 15 日は、

Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日である上、申立人が記憶する

同僚を含む複数の同期入社した同僚に照会したところ、１名の同僚から写

真の提供があり、当該同僚から、「申立人を含む同僚と撮った写真には、

昭和 30 年７月の雑誌に掲載された旨の記載があり、その時は研修中であ

ったので、入社したのは、同年の春頃であると思う。」との供述を得てい

ることから、申立人が同社に入社したのは、同年 10 月 15 日ではなく、同

年の春頃であると考えられる。 

   また、上記の同僚からは、申立人の申立期間における勤務実態及び保険

料の控除について供述を得ることはできなかった。 

   さらに、Ａ社を運営していたＢ社は、申立期間当時の資料は見当たらな

いと回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料の控除



                      

  

に関して確認することができない。 

   加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の資格喪失日は、

昭和 31 年１月 27 日と記載されており、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険

事業所別被保険者名簿の記録と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5665 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年３月 16 日から同年８月１日まで 

             ② 平成５年９月 16 日から６年８月１日まで 

    申立期間①について、厚生年金保険の記録上の標準報酬月額 28 万円

は、その直前５か月の標準報酬月額 36 万円より低額であり、納得でき

ない。当時、職能給（月手当）は毎年上がっており、実際の賃金支給額

も、28 万円より多かったので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

    申立期間②について、厚生年金保険の記録上の標準報酬月額 50 万円

は、その直前 35 か月の標準報酬月額 53 万円より低額であり、納得でき

ない。当時、職能給（月手当）が下がったことは無く、実際の賃金支給

額も 50 万円より多かったので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人から提出された昭和 62 年度市民税・県民

税個人分特別徴収額の納税者への通知書及び当時の給与支給額、手取額、

残業手当額、職能給額等について申立人が自ら記載したメモから、申立人

の当該期間の実際の給与支給額は 28 万円以上であったことがうかがえる。 

   しかし、Ａ社（当時は、Ｂ社）が保管するＣ支店厚生年金・健康保険台

帳に、申立人の当該期間に係る標準報酬月額について、28 万円と記載さ

れていることが確認できる上、オンライン記録における標準報酬月額 28

万円と一致している。 

   また、前述の昭和 62 年度市民税・県民税個人分特別徴収税額の納税者

への通知書を検証したが、当該期間について、申立人の給与から 28 万円

を上回る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたとは認め

られない。 



                      

  

   さらに、申立人が昭和 61 年３月 16 日にＢ社Ｃ支店に係る厚生年金保険

被保険者資格を取得したのは、同社Ｄ支店Ｅ出張所から同社Ｃ支店に異動

したことによるものであることから、同社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により、同年中に被保険者資格を取得した 36 名の標準

報酬月額について検証した結果、同社内における異動により被保険者資格

を取得した 27 名のうち、申立人を含む９名は異動後の標準報酬月額が減

額して決定されたことが確認できる上、異動後に標準報酬月額が増額して

決定された者はおらず、遡って標準報酬月額の訂正処理が行われた形跡も

無かった。 

   加えて、Ａ社は、当該期間に係る報酬月額や厚生年金保険料の控除額が

確認できる賃金台帳等を保管しておらず、申立人も当該期間に係る給与明

細書を所持していないことから、申立人の当該期間における報酬月額及び

保険料控除額について確認することはできない。 

   申立期間②について、申立人が所持している当該期間に係る賃金支給明

細書から、Ｂ社に係る当該期間の標準報酬月額の相違について申し立てて

いるところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、記録

訂正の要否を判断することとなる。 

   申立人が保管する申立期間②に係る賃金支給明細書では、当該期間の給

与支給額が標準報酬月額を上回っているものの、事業主により給与から控

除された厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は 50 万円であることが確

認でき、この額はオンライン記録の標準報酬月額 50 万円と一致している。 

   また、Ａ社が保管する厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報

酬決定通知書により、事業主は申立人について、申立期間②に係る標準報

酬月額を 50 万円として社会保険事務所（当時）に届け出たことが確認で

きる。 

   さらに、当該期間における標準報酬月額が遡って訂正処理された形跡は

無い。 

   このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額

に見合った厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 35 年５月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 33 年３月から平成４年 11 月まで、Ａ社においてＢ職をし

ていた。 

    厚生年金保険の記録によると、申立期間①及び②における標準報酬月

額は、給与明細書に記載された金額より低額となっている。 

    調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなる。 

   申立期間①について、申立人は、当該期間に係る給与明細書のうち昭和

34 年６月の給与明細書を所持していないが、報酬月額及び厚生年金保険

料控除額は、前後の期間と同様であったことを前提とすると、申立人が提

出した給与明細書から、申立人の報酬月額（１万 8,000 円）に見合う標準

報酬月額（１万 8,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額（１万

4,000 円）より高額になっているものの、事業主から源泉控除されていた

厚生年金保険料（210 円）に見合う標準報酬月額（１万 4,000 円）の方が



                      

  

低額となっている。 

   したがって、厚生年金保険料から算出した当該標準報酬月額（１万

4,000 円）がオンライン記録の標準報酬月額と同額であることから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

   申立期間②について、申立人が提出した給与明細書から、申立人の報酬

月額（昭和 35 年５月は２万 9,752 円、同年６月は２万 9,345 円、同年７

月は２万 8,041 円、同年８月は２万 9,182 円）に見合う標準報酬月額（昭

和 35 年５月及び同年６月は３万円、同年７月は２万 8,000 円、同年８月

は３万円）は、オンライン記録の標準報酬月額（１万 8,000 円）より高額

になっているものの、事業主から源泉控除されていた厚生年金保険料

（315 円）に見合う標準報酬月額（１万 8,000 円）の方が低額となってい

る。 

   したがって、厚生年金保険料から算出した当該標準報酬月額（１万

8,000 円）は、オンライン記録の標準報酬月額と同額であることから、特

例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

   このほか、申立人の申立期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 5667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 12 月１日から 44 年１月 16 日まで 

    平成 22 年９月頃、日本年金機構から脱退手当金に関するはがきが自

宅に届き、申立期間については脱退手当金が支給された記録になってい

ることを知ったが、脱退手当金の請求手続をしたことや、お金を受け取

ったことは記憶に無いので、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の

請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している

厚生年金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、

申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

   また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金の支給を意味する表示が記されているとともに、脱退手当金の支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約５か月後の昭和 44 年６月 25 日に支給決定されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。

 


